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開会 午前９時３０分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  皆さんおはようございます。ただいまの

出席議員は１３名であります。定足数に達

しておりますので、これより本日の会議を

開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１、「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して質問を行っ

てください。 

  公明党の一般質問を行います。持ち時間

は、質問及び答弁を合わせて１００分とし

ます。 

  永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  おはようございます。議長より発言の許

可をいただきましたので、３番・公明党、

永谷幸弘の一般質問を通告のとおりさせて

いただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

  ことしも早いもので、もう３月になりま

して、カレンダーを見てみますと３月５日

は啓蟄と書かれておりました。調べてみま

すと、冬眠していた虫やカエルなどが地面

が暖まることで春の訪れを感じ取り、穴か

ら出て活動を始めるということになってお

ります。しかしながら、まだ日によっては

気温の変化が激しく、朝晩の寒暖の差も大

きいので、体調管理には注意が必要と考え

ております。またインフルエンザは流行の

ピークを越えたものの、まだ感染の時期が

続くので油断は禁物です。加えて現在花粉

症の症状に悩む人もふえております。私も

その一員でして、今後もマスクの着用や手

洗い、うがいの励行など日常の小さな努力

の積み重ねを忘れてはならないと自分に言

い聞かせております。池田町長におかれま

しては、体調管理に十分留意されまして町

政運営に御尽力されますようよろしくお願

いいたします。 

  それでは、これより本題に入ります。本

日、私は５点について質問させていただき

ます。まず通告書１点目の切れ目のない子

育て支援について質問いたします。 

  精神的に不安定になりがちな出産後の女

性をサポートする産後ケアの取り組みが自

治体で広がっております。かつて日本では

親と同居する世帯が多く、産後は親の協力

を得ながらの子育てが可能でございました。

しかし核家族化が進んだことで、親から支

援が受けられなかったり、晩婚化による出

産年齢の高齢化で体調の回復がおくれまし

て不安を抱く女性がふえております。政府

がその中心となる子育て世代包括支援セン

ター、日本版ネウボラの充実を後押しする

とともに、母子の健康と子どもの健やかな

成長を目指しまして、妊娠時から子育て期

までの切れ目のない支援について厚生労働

省は２０１７年度から出産後の母親が育児

への不安や重圧によって精神的に不安定に

なる産後鬱を予防するために、出産後間も

ない産婦の健診費用を助成するなど新たな

事業を実施いたします。厚労省研究班が平

成１２年から１４年度に実施した調査では、

初産の場合、鬱状態など精神的な不調に陥

る人は産後２カ月ごろまでに多く、特に産

後２週間の時期に発症のリスクが高かった

ということです。１カ月健診は広く行われ

ておりますが、子どもの発育の確認が中心

となっております。研究班はより早い段階

から精神的に不安定になりやすい母親への

ケアを充実させる必要があると指摘してお

ります。 

  また厚労省は産後ケアの重要性について、
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出産直後の母親は孤立しがちで、産後鬱を

防ぐ上で大事な取り組みと指摘しておりま

す。産後鬱が深刻化すれば虐待や育児放棄

につながったり自殺を招いたりするおそれ

があるために、不調の兆しを早目に見つけ

て行政の相談窓口など適切なケアにつなげ

るのが狙いとしており、新たな助成事業は

産後ケア事業を行う市区町村が対象となっ

ております。産後ケアは助産師ら専門家に

よる母体、乳児のケアや育児相談などが受

けられるサービスで、施設への宿泊や日帰

り利用、自宅訪問型などの形態があります。

産後鬱は約１０人に１人が経験するとされ

ておりまして、費用助成は産後２週間と１

カ月の２回それぞれ5,０００円が上限で、

国と市区町村が半分ずつ負担します。一般

的な健診費は約5,０００円のため、事業を

導入する自体が補助券などによって多くの

人が無料で受けられ、出産した医療機関以

外での健診も対象となっております。 

こういう観点から、本町においても産後

鬱予防などの観点から出産間もない産婦の

健診費用の助成事業を導入すべきであると

考えますがいかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘のように２０１７年度から産

後鬱予防などの観点から出産後間もない産

婦の健診費用２回ですけれども、これにつ

いて国のほうの助成制度が行われると。こ

れにつきましては、新たな助成事業は産後

ケア事業という事業を行うこととセットと

して行っておりますので、豊能町では産後

ケア事業を行っておりませんので、国から

助成されるというものではありません。 

  一方で、現状でございますが、産後鬱の

予防の観点と申されましたので、申し上げ

ますけれども、これは産後２週間ないし１

カ月の間の２回ということですので、豊能

町では現在教育委員会と協力のもと、連携

のもとに子育て応援隊すくすくというもの

を実施しております。これは４カ月までの

赤ちゃん、母子に対して１週間ないし２週

間に１度訪問するアウトリーチをかけてお

りまして、これは４カ月の間に約１６回行

くことになるわけです。なので、助成する

しないにかかわらず、私どものほうはほぼ

１００％訪問しておるわけですので、予防

の観点というのはある程度私どものほうは

それに対して機能しておる、実施しておる

というふうな状況になっております。以上

です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  産後ケア事業について、もし本町がこれ

を導入するとすれば、どういうことを補填

すれば産後ケア事業ができるのか、この点

についてよろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  もしもですが、仮にですけれども、豊能

町のほうでその必要性がないとは私申し上

げておりませんので、新たな年度、来年度

は実施は無理であったとしても、必要性が

認められればという条件の中でございます

が、助産師を常時雇用するわけにはまいり

ません。そのためには産後ケア事業をする

ために助産師を常時雇用して、その相談に

常時受けていくというか、そういう要件を

満たさなければ産後ケア事業は成り立ちま

せん。それとセットで産婦の健康診査の助

成が得られるわけですので、豊能町の規模
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では出生時５０人前後、今なりますかね。

助産師を常時雇用する金額よりも、スポッ

トで来ていただいた上に町単費ででも仮に

５０万円ですかね。仮にですよ。５０万円

で済むわけですから、助産師を常時雇用す

るよりも、もう助産師はあくまでもスポッ

トで来ていただいて、町単費ででも必要性

を認めれれば、助成する方向も考えられる

のではないかというふうに私どもは思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  るる聞きまして、いろいろな方法ござい

ますね。例えば先ほど助産師の話出ました

けども、業務委託するなり医療連携もござ

います。今後そういうところをしっかりと

考えていっていただきたいと思いますが、

町長の町政運営方針の目標の２ですね、地

域で育て、地域で育つ人を大切にするまち

づくりにおいて、妊娠期から１歳６カ月ま

でを対象に家庭訪問によって育児に必要な

情報提供や母子に寄り添う支援を実施し、

切れ目のない子育て支援の充実を図ります

と示されております。 

  先ほども述べましたけれども、厚労省は

より早い段階から精神的に不安定になりや

すい母親へのケアを充実させる必要がある

と指摘しておりますので、誰もがこの産後

ケアを受けられるように行政サービスの充

実が欠かせません。本町においても産後の

総合的な母子支援の強化を図るべきである

と考えますけれども、この点について池田

町長の見解をお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほど部長が申し上げたとおりでござい

まして、私といたしましても産後のケアと

いうのは絶対必要であるというふうには思

っております。これから先もできる限りの

ケアをしていけるように最善の努力をして

まいりたいと考えておりますのでよろしく

お願い申し上げます。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  よろしくお願いいたします。 

  次ですが、新生児聴覚検査の質問に入り

ます。これ昨年の６月、９月、１２月定例

会に引き続いての質問となりますが、子ど

もの難聴なんです。子どもの難聴を早期発

見するのに役立つのが新生児聴覚検査とい

うことで、難聴の早期発見はなぜ必要かと

いうことで、それは一番初めに人が学習す

るのは音を覚えるからだと。人は初め音や

言葉を覚えてから字や物、そして物事を覚

えていきますと。つまり全ての始まりは音、

つまり言葉を覚えることから始まります。

我々人は音を聞いてさまざまなことを覚え

てきます。赤ちゃんのとき、初めはぶーと

かあーとかそういう声を出すんですけれど

も、両親が赤ちゃんに話かけることにより

まして、赤ちゃんは両親のまねをするとい

うことですね。まねを繰り返すことで、そ

の声を発する意味、言葉の意味を理解して

いきます。その後いろいろな質問ができる

ようになったり、自分の言いたいことが言

えるようになります。現在の医学では、言

葉を発する前にその言葉の意味を理解して

いることが明らかにされておりますけれど

も、絵本を読みながら魚と言うと、魚のほ

うに目をやったり、猿と言うと猿に目をや

ったりすることがわかっております。この

実験をされたお子さんは生後６カ月から９
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カ月です。一般的に話せるようになるのは

１歳前後でありまして、それより前に言葉

が理解できてることになります。しかしこ

れが難聴になりますと、この言葉が入りに

くくなりまして、そうなると覚えていく言

葉の量が少なくなったり、うまく覚えられ

なくなるといったことが起こります。また

周囲の音も聞きづらくなるために、身の回

りにあるものがどんな音がするのかも理解

しずらくなります。特に赤ちゃんは生まれ

たころ目がほとんど見えておりません。新

生児の視力は0.０１から0.０２くらいと言

われておりまして、その後に生後６カ月で0.

１、１歳を超えるころには1.０になります。

そのため赤ちゃんは音による情報が非常に

多くなります。音を聞くことでさまざまな

ことを覚えていきます。 

  しかし難聴になると、本来発達すべき部

分が発達しにくかったり、していなかった

りします。音が聞こえにくいのが問題では

なくて、音が聞こえにくいことによりまし

て適切な発音ができなくなってしまうこと

が問題になっております。赤ちゃんに限ら

ず子ども全般にも言えることなんですが、

これらを防ぐために新生児聴覚検査がござ

います。検査を行って早期発見を促せるよ

うになっております。それ以前に、難聴の

早期発見は非常に重要な要素になっており

ます。それは全ての物事を理解する礎とな

る部分だからです。子育て支援策として、

また聴覚検査の徹底と検査を受けやすい環

境をつくるためにも助成制度を新設すべき

と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  この件に関しましては、昨年の６月議会

から８月議会、１２月議会、今議会に対し

てずっと議員要望されてこられたことは承

知しております。しかしながら、先ほどの

すくすくでも申し上げましたが、仮に私は

必要性が認められれば助成があるからとい

って鬱が必ずしも予防されるわけではない。

実際に現実に行っておる事業がありますの

で。これに関してもそうですけれども、先

ほどのすくすくの事業の一環ではございま

すが、生後１カ月をめどにほぼ１００％の

乳児訪問を行っております。またそれまで

の間、保育士が先ほど申し上げたように１

週間に一度、行けなかったら２週間に一度、

原則としては４カ月の間に１６回訪問する

こととしております。その中で、母子とも

に接触いたしまして、濃密な関係を築きな

がら、その子どもの発育の状態を見させて

もらっておるわけです。そしてまた４カ月

には小児科医を含めた診断を行うわけで、

まずは早期に発見すべきであることは承知

しておりますけれども、現実に考えてみた

ときに、生まれた間もない赤ちゃんの聴覚

が異常なのか正常なのかいうことは機械に

よっても非常に精度がなかなか整わないと

いいますか、難しいところがあると思うの

です。したがいまして、これは厚生労働省

も昨年の３月にポイントとして挙げられて

おりますけれども、行政機関、療育機関、

医療機関、教育機関、地域の医師会、患者

会等の関係機関、関係団体から構成される

協議会を開催する等により都道府県単位で

連携体制を構築することが望ましいことと

いうふうに一文が入っておりますので、現

在大阪府下の産科を持つ医療機関では半分

以上がまだ不明と、実施は３５％の医療機

関ぐらいであるというふうにアンケートの

結果が出ておりますので、まだこの制度が

なかなか定着しないのではないかなと考え

ておりまして、なおしばらくの検討期間、
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または様子を見る必要があるのではないか

と考えております。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  国から昨年の３月に全ての区市町村に通

知を出しておりまして、２つの点を各自治

体に求めております。母子手帳を活用しま

して新生児聴覚検査の受診状況、また受診

結果を確認して検査の受診勧奨となる適切

な指導援助を行うこと、２点目が新生児聴

覚検査に係る費用について公費負担を行う

ことというこの２点。何回も私も申してお

りますけれど、この２点を国から各自治体

に求めておると。先ほど部長がおっしゃい

ましたけども、昨年の９月の定例会では、

８月ですかね、部長からは保健師は生後１

カ月以内にほぼ１００％乳児訪問を行って

いますと。これ事実ですね。そして数量的

な検査を行うことありませんが、保護者か

ら赤ちゃんの聞こえ方に対して課題がない

のかの聞き取りも行っておりますと。これ

も事実ですね。 

  保健福祉課のほうでは、聞いた内容によ

りますと、新生児、乳児のいる家庭を訪問

しまして保健指導等の際に、母子健康手帳

を活用しまして、まず新生児聴覚検査の受

診状況を確認し、保護者等に対し検査の受

診勧奨、これは一緒ですね。新生児聴覚検

査の受診結果を確認し、要支援児とその保

護者に対する適切な指導、援助ということ

でこれは実際されております。国からの通

知の母子手帳を活用し云々は実施されてお

ります。要するに公費負担はまだされてな

いということを確認させていただいたんで

すけれども、金額的な話では申しわけない

んですけども、平成２７年度につきまして

は５５人の出産がございまして、その中で

約45.５％の２５人の方がこの新生児聴覚検

査を実施されてるのが事実でございます。

半数しか実施されておりませんけれども、

半数の方が実施されてると。それだけやは

り大事な聴覚検査ですので、保護者の方は

半数ですけどもやってらっしゃるようです

ね。負担額は１回当たり約5,０００円程度

なんですが、しかしながらその費用面が壁

になって検査を受けないと判断するお母さ

んが約半数がいらっしゃるんですね。町と

いたしましても５５人で約３０万円ぐらい

の金額しかないんですが、金の問題ではな

いと言われるかもしれませんけれども、や

はり私思うのは、訪問して機械を使わなく

て数値は判断できませんよね。その人によ

って感性違いますので、正確な数値も出て

こないということは判断できかねますので、

そういう意味では、出産後産科でそういう

検査を行って、そこで医学的に判断するこ

とが大事かなというふうに思っております。

これは行政としましてもなかなか難しい問

題だと思いますけれども、今回の町長の町

政運営の方針におきましても、先ほど運営

方針申し上げましたけども、そういう切れ

目のない子育て支援の充実図るということ

からいったら、この新生児聴覚検査の助成

制度も大事なことだと思いますので、ぜひ

とも新設すべきであると考えますけれども、

この点について池田町長の見解をお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えさせていただきます。 

  おっしゃることはよくわかります。確か

に聴覚検査必要かというふうには思います

けれども、現在のところ本町におきまして

はある程度の流れで診察、訪問、いろんな

形をしているということでございます。今
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後におきまして、大きな検討課題として対

応してまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。

以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  よろしく御検討をお願いしたいと思いま

す。 

  続きまして通告書２点目の職員採用につ

いて質問いたします。現在職員採用試験案

内、広報「とよの」とかホームページ等で

載っておりますが、私が見る限り事務職と

技術職につきましては土木、建築、土木が

多いんですね。となっておりまして、電気

技術職の採用がなかなか入れてないという

か、私が見てないかもしれませんけども、

見られないということですね。住民の生活

に不可欠な上下水道施設とか本庁舎・支所、

小中学校や図書館などそういう公共建築物

の受電設備とか監視設備等都市基盤施設等

が機能を果たすために必要な電気設備につ

いて計画・設計、施工管理から運用、また

維持管理を行う観点から、やはりこの電気

技術職の業務は非常に本町にとっても重要

であると考えております。本町としてその

電気技術職の採用についてはどのように考

えているのかお伺いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  技術職の採用の件でございますけども、

電気職につきましては、土木職、建築職と

ともに平成２５年度から２７年度までの３

年間採用試験を事務職と合わせて何名とい

う形で行いました。行いましたけども、結

局は土木、建築、電気とも技術職の採用に

は至らなかったと。事務職の採用というこ

とで、それは事務職を採用しようとしたわ

けではございませんでして、事務職と技術

職合わせて何名という形で募集し、優秀な

職員を採ったというようなことで、結果と

して事務職の採用ということになったとい

うことでございました。 

  ２８年度につきましては、今議員の御指

摘のとおり電気職については募集をいたし

ませんでした。今後とも電気職については

採用できるといいますとか、配置をすると

いうことにこしたことはないというふうに

は思っておるわけでございますけども、現

在の町の技術職の仕事が設計・積算、施工

管理、そういうことでございますけども、

電気についても発電設備でありますとか配

水池のこととか必要ではあろうかというふ

うに思うておりますけども、今のところは

その土木職、建築職と比べますと優先順位

が低いということで、まずは２８年度土木

職の採用ということで取り組んだというこ

とでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  現状本町におきましては、ほとんどが施

設の維持管理が中心になっております。そ

の維持管理も全て外部委託ということだと

思いますけれども、その設計とかにつきま

してもコンサルへの業務委託ということで、

当然入札は業者は入札で決めていただいて

やってらっしゃいますけども、ほとんどそ

の中心は維持管理業務が中心になっており

ます。コンサルを使って出てきたその見積

もりとか設計図面のチェック、それが本当

に適切に行われてるか、またこの使用者の

ことをしっかり考えているのか、いろんな

ことを要するに担当の技術者は判断しなく

てはなりません。当然コンサルはその道の

プロですから、当然技術力もありますし、
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コンサルでもいろいろありますけどね。私

も経験しましたけども、図面で出てきたと

こ全く変更されてないとか、いろんなコン

サルさんいらっしゃいますわ。それを技術

職はやっぱりしっかり見て、図面のチェッ

クをするとか積算とか間違いないかどうか

ということをやらなくてはだめだと思いま

す。本町では自家発についても事務職さん

がやってて、１年か２年前ですけども、設

計のやり直しが出てましたね。そういう事

実があるんです。そういう点ではやっぱり

経費のかかる話ですから、きっちりとそう

いう電気技術職を採用して、コンサルと対

等に仕事をしていくそういう専門技術を有

してる技術者でないと、要するに適切な判

断、見積もりの精査もできないと思います。

そういう観点から、先ほど総務部長のほう

からいろいろ話ありましたけども、何とか

電気技術職を本町においても採用していく

ために、いろんな方策、今後は粘り強く採

用やっていかんとあかんと思うんですけど

も、年齢幅も当然広げていってはるんかな

という、そういう詳細までちょっともしわ

かれば答弁をお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおり、コンサルに電気・機

械については発注いたしまして、設計をチ

ェックを職員がするわけでございます。以

前御指摘のとおりの発電機においては、設

計にミスがあったというようなことで、大

変苦労したということもございました。そ

の点は反省すべき点ではございますけども、

コンサルに発注いたしまして、コンサルを

完全に信用するわけではございませんけど

も、しっかりチェックできるような体制は

土木職であってもとっていきたいと、建築

職とも協力しまして、そういう形をとって

いきたいというふうに思っております。今

後とも日々職員精進いたしまして勉強を重

ねて専門外のことであってもできるように

していきたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  引き続いて検討よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、３点目の町道等の整備について質

問いたします。私はふだんからときわ台駅、

ＡＴＭ機があるんですが、ときわ台駅前の

ＡＴＭを使うために町道吉川中央線を通行

しておりまして、行きは信号のある交差点

からずっと坂を下ってきまして、それから

下ったところからほぼ直角に右に回って、

また左に曲がって、ときわ大橋というのが

ございますね、それ渡ってときわ台駅まで

行くんですね。帰りはその反対に戻ってい

くんですけれども、ときわ大橋を渡って、

反対に帰りですけども、右に右折したとき

に左側に関電柱、住所はときわ台４丁目の

１から２付近なんですけども、電柱が左側

に５本ぐらいあるんです。つくづく思って

るんですけども、通行しにくいなという気

がずっとしておりまして、電柱があればど

うしても人間的心理で電柱を避けるために

幾らか右へ当然車で寄っていきます。そう

すれば、やっぱりセンターラインを越えて

しまうところまで行く可能性があるんです

ね。対向車があれば当然危険なんですけれ

ども、日常通ってる方は私だけじゃなくて、

町民の方はそういうことを感じているんか

なという気はしてるんですけども、そうい

うところが現実見受けられますので、セン

ターラインを越えて走行する危険性という

か通行しにくいというところはありますの

で、やはり住みやすいまちづくりの推進の
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ためにも、通行しづらい状況を整理する必

要があると思うんですけども、この点につ

いてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  御質問のところでございますけれども、

一応電柱側から中央線までですけれども、

幅員的には狭いところで2.７５メートル、

広いところでは３メートルの幅員がござい

まして、幅員的にはあるのはあります。た

だ電柱がありまして、見た目議員のおっし

ゃるように、非常に通行しにくいようにな

ってることについては認識しておるところ

でございます。そこで、来年の予算で現在

お願いしておりますときわ台地内吉川中央

線道路改良事業の中で、能勢電鉄のときわ

台駅までの町道につきまして縦横断線形の

基本検討をすることとしております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  お聞きしまして、御検討よろしくお願い

します。 

  次に４点目のマイナンバーを活用した住

民サービスについて質問いたします。御存

じのように平成２７年１０月から住民票を

有する国民の一人一人に１２桁のマイナン

バー、個人番号が通知されております。ま

た昨年２８年１月からですけども、申請者

に対して個人番号カードが交付されており

ます。そこで本町における個人番号カード

の普及状況についてお伺いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  平成２９年１月末現在のマイナンバーの

有効交付枚数というのは、もう亡くなった

方もおられるから有効ということになりま

すが、有効交付枚数は2,４８５枚となって

おります。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  つけ加えです。2,４８５人ということは、

人口に対して普及率としては何％なんでし

ょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  失礼いたしました。説明が不足しており

ました。１2.２％となります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  １2.２％ということで、私調べたところ

で府平均が大体１０％というふうに聞いて

おりますので、府平均よりも上回ってると。

言いかえれば町民さんも結構関心があるの

かなというふうに考えておりますけれども、

それで次なんですが、行政サービスの提供

といたしまして、個人番号カードを活用し

た住民票等のコンビニ交付の導入について

質問したいんですけれども、コンビニ交付

というのはよくわかってらっしゃると思い

ますが、マイナンバー、個人番号カードを

利用して住民票の写し、印鑑登録証明書等

コンビニエンスストアで取得できると。そ

の交付のメリットといたしましては、役所

窓口の閉庁時である早朝、深夜、要するに

朝の６時半から２３時までとか、そういう

時間帯とか土日・祝日でも証明書を取得す

ることができると。近くでは箕面市はやっ

てらっしゃいますけども、そういうサービ
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スがあると。これは年末年始、１２月２９

から１月３日除かれておりますけれども、

また住んでいる市区町村にかかわらず、最

寄りのコンビニエンスストアで証明書を取

得できるという、そういうサービスになっ

ております。いろいろ市区町村によって違

いますけれども、窓口より交付手数料が安

くなることもあるということですね。コン

ビニ交付は住民基本台帳カードにおいては、

市区町村の窓口においてコンビニ交付のた

めのアプリケーションを搭載し、交付する

証明書ごとに暗証番号を設定することによ

り利用可能となりますけれども、個人番号

カードにおいては申請時に電子証明書さえ

搭載しておけば、あとはお住まいの市区町

村が新たにコンビニ交付を開始したタイミ

ングで特段の手続なしに電子証明書の暗証

番号だけで利用できるようになりますと。

ですからマイナンバーカードは平成２８年

の５月から住所地と本籍地が異なる住民の

方でも、本籍地の戸籍の証明書が取得可能

になったという事実です。そのメリットと

いたしましては、住民の利便性の向上、窓

口業務の負担軽減、証明書交付事務コスト

の軽減等が考えられるとなっておりますけ

ども、行政サービスの提供として、また個

人番号カードを活用した住民票等のコンビ

ニ交付を町として導入したらどうかという

ことで、その件についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  私のほうからは、住民票の交付という観

点につきましてお答えさせていただきます

けれども、私どものほうも調べてみました。

このマイナンバーカードによって、いかほ

どの初期費用等がかかるかということでご

ざいますが、まずはある市、交野市でござ

いますが、平成２８年の２月２２日からさ

れておるわけで、比較的規模も小さいです

ので、尋ねてみたところでございますが、

基幹システムとして住民基本だけでござい

ますが、これでコンビニ交付のために必要

な経費として1,９００万円、それから発行

用のサーバーとして、これも専用なのです

が、交野市の場合には備品購入したようで

ございますが2,３７０万円、それから発行

用サーバーの保守点検費用として５年間で1,

０００万円、それから地方公共団体情報シ

ステム機構というところに、町村ならば１

年間に７０万円負担する必要があります。

市の場合には２００万円でございます。そ

うすると、これだけでかなりの費用がかか

るということがわかっていただけたかと思

います。 

一方でコンビニ交付は例えばですけれど

も、こんなこと言えば失礼になりますが、

町長が変わるたびに東京のほうに現在では

行きまして、正常に作動するかどうかの確

認をする必要もございます。その上での実

績ですが、交野市では昨年の４月１日から

２月末までの間４１５件の発行がありまし

た、住民票でございますが。人口約７万8,

０００でございますので、恐らくは重複し

た発行、申請人もおるかと思いますけれど

も、0.５３％で、先ほどのコストがかかる

ということでございます。 

  一方で、交付手数料でございますが、私

が聞き及んでおりますのは住民票、例えば

豊能町は１通３００円といたしまして、１

通交付するたびに１１５円と、手元に残る

豊能町に入る収入としては１８５円の手数

料収入となるというふうに聞き及んでおり

ます。したがいまして、この実施が喫緊の

課題と私は思っておりませんで、確かに時

間はかかりますけれども、今後府下の町村
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でこれに取り組んでおるところは現在あり

ませんので、その推移を見守りながら考え

ていく必要があるのではないかというふう

に考えております。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  るるお話聞かせていただきまして、総務

省が中心となってやってるんですけども、

ワンストップカードプロジェクト検討チー

ムが立ち上げられて、そして平成２８年、

昨年１２月付でワンストップカードプロジ

ェクトアクションプログラム、これがある

んです。これについては御存じですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員の御指摘のワンストップサービスの

件は子育ての方面でワンストップサービス

のマイナンバー関連のものがあるというふ

うに聞き及んでおりますが、ちょっと勉強

不足で今お答えすることはできません。申

しわけございません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  私もそんな詳しくないですけども、これ

はホームページ調べていただいたらすぐ出

てきたんです。これは先ほどおっしゃった

ように子育てワンストップサービスとか、

コンビニ交付のサービス、マイキープラッ

トフォームと３つについて検討されてるん

ですけども、特に今回このコンビニ交付と

いうことでちょっと説明させていただきま

すけども、検討しておりますので、コンビ

ニ交付サービス導入拡大に向けた課題とい

たしまして先ほどの話でイニシャルコスト、

ランニングコストの検討をされております。

あと国民の利便性向上に向けた課題といた

しまして、交付可能な証明書類の標準化、

自動交付機キオスク端末、これの設置拠点

の拡大の検討、これが今言うてますけど例

えば役場に置くとか郵便局に設置するとか、

そんなことも検討されております。あとコ

ンビニ交付サービスの全国展開に向け講じ

る方策といたしまして、費用負担を緩和す

るための方策の中で廉価版クラウド導入、

地方公共団体情報システム機構の運営負担

金の軽減とかコンビニ事業者に支払う手数

料の軽減の検討してます。国民の利便性向

上に向けた方策の中で、先ほど言いました

けど郵便局における自動交付機設置の促進

の検討、これもあわせてやってますね。 

  ４点目が参加市区町村の導入拡大に向け

た新たな目標の設定といたしましては、平

成２９年度から平成３１年度までの３年間

を集中取組期間と設定して、本アクション

プログラムに盛り込まれた市区町村に対す

る費用負担緩和策等を通じてコンビニ交付

サービス未導入団体への導入促進を行うと。

新たな目標としましては集中取組期間の最

終年度である平成３１年度末における実施

団体の人口の合計が１億人を超えることを

目指しますということで、総務省はそうい

うことでやってまして、あと地方財政措置

の拡充といたしまして、先ほど言いました

集中取組期間、現行の措置期限は平成３０

年度までですけど、これ１年延長します言

うてます。ですから措置期限までに導入し

た場合は、導入後３年間措置ということに

なって、平成３１年度までその措置期限を

延長しますいうことですね。あと戸籍証明
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書も含め提供可能な全ての証明書を新たに

発行可能とする団体を想定して、措置上限

額現行5,０００万円を1,０００万上げて6,

０００万にしますよと、それもあわせて検

討してるんですね。これちょっとお話させ

ていただきましたけども、これもしっかり

町といたしましては勉強していただいて、

その中からええなと、これは財源的にもい

いん違う、そういう検討結果が出れば、ぜ

ひとも導入を早くすべきかなと思ってます。 

  これも町長の町政運営方針ではっきりと

書いておりますけれども、電算情報政策の

広域化については、マイナンバー制度導入

を機に国において電子自治体の取り組みを

推進していることから、基幹系業務、住民

情報系電算システムの調達及び運用経費の

さらなる削減を図るため自治体クラウド導

入の取り組みを進めてますと書いておりま

す。本町における自治体クラウド業務につ

きましては全協で説明を受けたところです。

運用期間は３１年の１０月から３６年１２

月までということで説明もございましたの

で、町としてのこういう時期をしっかり捉

まえて前向きに検討すべきかなというふう

に思うんですけども、これについてお伺い

したいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  るる御説明いただきましたとおり、国に

おいてマイナンバー普及のために一生懸命

頑張っておられるということは存じており

ます。この住民票に限らず図書館であった

り診療所の診察券であったり、いろいろな

方面で活用したいというふうに国が普及に

努めてることは存じておりまして、我々と

いたしましても先ほど交野市の例を木田部

長から説明いたしましたが、本町は日本電

子計算というところがベンダーでございま

して、その日本電子計算にも見積書をとっ

てみました。そのところ初期経費で4,４０

０万円、4,５００万弱、５年間の保守で2,

０００万円弱ということで、合わせて５年

間で6,５００万円弱の経費が必要であると

いう見積書が出てきております。これに対

して国の財政措置もあろうかというふうに

思いますけども、かなりの負担が本町にも

発生するというようなことから、今直ちに

導入ということにはならないと思いますけ

ども、今後の普及状況を見て検討は進めて

まいりたいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  町としましても、総務部長これをしっか

りよろしくお願いしたいと思います。 

  次、最後５点目なんですけども、安定的

な水の供給を確保するための施策について

質問いたします。国の平成２９年度水道施

設整備予算案では、全国の自治体で老朽化

が進みまして管路の更新が問題視されてお

ります。そういう問題視されている水道施

設の水質安全対策、耐震化対策費が計上さ

れております。そこで本町における水道事

業の現状と将来の見通しについて伺いたい

と思います。 

  まず初めに水道施設の適切な資産管理を

推進する上で欠かすことのできない水道台

帳、この整備について現在の整備状況はど

うなっているのかお伺いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  お答えいたします。 

  今御質問のありました水道台帳の整備で

すけども、水道事業の認可申請、また変更
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認可申請の際に作成することということに

なっておりまして、豊能町におきましては

平成１３年度に変更認可申請を行っており

ます。その際に作成しております。以上で

ございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  次に水道事業の中長期的な更新需要と財

政収支の見通しを把握するためには、アセ

ットマネジメントですね、これは長期的視

野に立った計画的資産管理ということなん

ですけども、これが必要になってきており

ます。本町においてそのアセットマネジメ

ントを実施してるのか、これについてお伺

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  本町におけますアセットマネジメントの

作成でございますけども、厚生労働省が平

成２１年７月に手引書が公表されておりま

す。各事業体に実践を促されたところでご

ざいます。さらに平成２５年３月に公表さ

れた新水道ビジョンにおきましては、当面

の目標の１つとして、全ての水道事業者に

アセットマネジメントを実施することとさ

れております。その中で容易に着手できる

簡易支援ツールが作成されました。それに

基づきまして、本町におきましても平成２

５年度にその簡易支援ツールを使いまして、

平成２５年から平成６５年までの中長期的

な見通しにつきまして算出し、継続可能な

水道事業に向けて取り組むということにし

ております。作成はしております。以上で

ございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  平成３１年度に大阪広域水道企業団に我

が本町も統合される予定なんですけども、

一番心配しておりますのは水道管、どこで

も旧管があって、これから耐震管に取りか

えていくんですけれども、その水道管の更

新、つまり耐震化に企業団に入って本当に

心配なく進めていけるのかどうか、この点

についてお伺いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  水道管の更新、耐震化でございますけど

も、豊能町の水道事業の水道管、古いので

４０年を超えてきております。耐用年数が

過ぎてきてるというような状況の中で、ま

だ４０年超えてない管もたくさんあります。

そのような状況の中で、企業団が現在経営

シミュレーションを比較して、企業団にお

きまして作成中でありますその結果を踏ま

えまして統合に伴う国の交付金を活用して

いきたいというふうに考えておりまして、

施行されるのは少し先にはなるとは思いま

すけども、計画的に耐用年数を超えた管路、

またその基幹管路から順番に耐震化が行わ

れるというように考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  わかりました。以上で一般質問終わりま

す。ありがとうございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  おはようございます。６番・公明党の高
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橋であります。議長から許可を得ましたの

で、今回は５点についていろいろと質問さ

せていただきます。時間が惜しいので、枕

言葉は抜きでいきます。 

  まず１点目でありますが、持ち余る寄附

をいただいております財産となっておりま

す戸知山の件になります。長年有効だなと

思われるような利用はされてない財産なん

ですね。シイタケの木、シイタケつくった

り、あとは桜だったりね、栗を植えたり、

１つはまた炭小屋があったりして、それぐ

らいの使い道だろうというふうに思っとん

ですが。この戸知山の活用というか、なか

なか開発の方針が見えてこないのが実情な

んですね。これまでに私の先輩の議員の方

からもいろいろと活用の提案がありました。

それらをどういうふうに検討されてきたの

か、それをひとつお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまでたくさんの議員の方々からたく

さんの御提案をいただきました。御提案を

いただいたものをそれぞれについて実現可

能かどうか一つ一つ検討するということで

はなくて、これまで町が主体となってやる

という方針は持っておりませんでして、民

間が主体となってやっていただくというこ

とを我々前提としてまいりましたので、こ

れまで議員さんの御提案ということではな

くて、民間の誘致ということで進めてまい

ったというようなところでございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  町主体ということでやらなかったという

ことなんですけども、民間に貸す場合、ど

ういうところがネックとなって民間が来な

いのかというところを検討されましたか。

それについてひとつお聞かせ願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまで数々の御提案、アウトレットで

ありますとか自然公園、宿泊施設、農業体

験とかグリーンツーリズム、防災公園とか

本当にたくさん議会のほうから御提案いた

だきました。問題点でございますけど、ま

ず１点目は法の規制でございます。市街化

調整区域であることはもちろんでございま

すけども、砂防の指定地でありましたり近

郊緑地保全区域でございましたり、さまざ

まな規制がかかっているということでござ

いまして、その規制をクリアするというこ

とは非常に高いハードルがあるというよう

なことがまず１点目の問題でございます。 

  ２点目につきましてはインフラの整備が

できていないということで、道路はついて

おるんですけども、上下水道がございませ

んので、この上下水道の整備を行うという

ことになりますと莫大な費用がかかるとい

う問題点も２点目としてございますし、３

点目は問題ということではございませんけ

ども、まず地元の同意をいただく必要があ

るということで、地元が同意なさるような

そういう施設、活用方法、これを考えなけ

ればならないというところも考慮する点で

あろうというふうに考えてございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  かなりハードルが高い持ち物なんですよ

ね。今までいろいろと検討されてきた中で、

こういうふうな法整備、砂防法とか緑地法

とかいっぱいあって、道路ももちろんそう
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ですね。公道ではないというふうな大きな

規制もあって、なかなか入ってこれないと

いうのが現状で、それらを放っておくとこ

れ以上進まないということなんで、やはり

法整備的なものは行政で努力をしてもらわ

なあかんということなんです。しっかりと

努力して、持ち余った財産を何とか収入が

入るような大きなものにしていかないかん

というのがやっぱり現状、これからのまち

の再生の１つになってくるんじゃないかな

という思いはするんですね。 

そこで私も今回提案してもらいたいんで

すが、例えば大学の研究機関、これインフ

ラ、上下水道ができてないとおっしゃいま

したけども、これは貸したところに自分と

ころでやってもらうという話になると思う

んですが、大学の研究機関の誘致とか企業、

例えば薬剤関係者の研究所にして使っても

らうとか、静かなところですから。もう１

つ、これは地元の大きな同意が必要だと思

いますけども、今回新たに任務が付与され

て訓練に励んでいるところの自衛隊の駆け

つけ警護問題ありますね、この種の訓練と

いうのは恒久的な施設必要になってくるん

です。東京都の小池知事も自衛隊の朝霞駐

屯地の朝霞訓練所を射撃で使うと。あと半

年間あそこ訓練所に使えない。そうなって

くると自衛隊の小規模な演習場というのは

取り合いになる、使えないんです。本当に

訓練する場所がない。宝塚にも訓練所あり

ますけども、ここも住宅地の中通ってでな

いと訓練所に行けないというような施設を

抱えておるんですね。この部分については

以前ナイキが入るときには大きな反対があ

って進めなかったという状況がありますが、

国の施設をいただくと、沖縄じゃありませ

んけども施設整備費としてかなり補助があ

るというところあります。そうなってくる

と、町も近々財政再建、苦しいというよう

なことはなくなるんじゃないかというふう

な気もするんですが、このことを踏まえま

すと、これは防衛施設庁関係、じゃなくて

防衛施設庁、あと近畿財務局、今大きな森

友で問題になってますが、近畿財務局、こ

れが大きな窓口になってきますけども、こ

このところも検討していただくということ

も１つ案ではないかと思うんですね。 

こういったこと踏まえて、各機関とか企

業にセールスにやっぱり出向いてもらわな

いかんですよ。例えば戸知山を無償で使っ

てもらう、いかがですかと。こういう算段

をしてもいいかと思うんですが、こういっ

た私突拍子もない提案してますけども、こ

ういうことも１つ検討に加えたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど３点問題点を申し上げました。こ

の問題点を誘致先が解決をしてくれるとい

うことでございましたら、当然そういう公

共施設の誘致も可能であろうというふうに

思います。仮に国の機関ということでござ

いましたら、そういう法規制についてクリ

アするという方策も種々お持ちでございま

しょうし、我々も協力しやすいというよう

なこともございましょうし、そういうこと

は可能かなというふうに思います。 

また議員最後におっしゃいました出向い

てセールスということにつきましても努め

てまいりたいと思いますが、我々もひょっ

としたらというようなところがあれば、気

をつけて日々声かけをして、何とかあの戸

知山を活用できないかというようなことは

提案してくれるように頼んでおりまして、

そのようなことも今後とも続けていきたい

というふうに思っております。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ぜひとも地道な努力であると思いますけ

れども、しっかりと町のアピールも兼ねて

どうか有効利用できるように行政で頑張っ

ていただきたいと、努力を重ねていただく

ことを要望しときますんで、よろしくお願

いいたします。 

  次に移りますが、歌手の堀内孝雄が今社

会問題となってる空き家について、空き家

が多くなってるということを嘆いて空蝉の

家という歌を出しました。こういう歌を続

けてしっかりと空き家をなくしていこうよ

というような題材で、これからもどんどん

と歌っていきますというふうに堀内孝雄は

言っておりました。 

  本題です。住宅流通促進拠点のチャレン

ジショップについてでありますけども、去

年の１２月から本格的に運営されて３カ月

たったわけでありますけども、この取り組

みを始めてからの進展ぐあいというのは予

定どおり進んでいるのかどうかということ

を１点目にお尋ねいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  住宅流通の促進拠点ということで空き家

バンクの運営とか移住、それから空き家住

宅の流通、これらに関する相談業務等を行

うということで、住まいの相談窓口という

名前でチャレンジショップを１月にオープ

ンしたというところでございまして、主に

相談業務を中心に今は町と連携してやって

おります。ＮＰＯと連携しておるというこ

とでございます。現在さまざまな相談に対

応しておりますけども、空き家などの利用

希望の相談も多いというようなことでござ

いまして、まず今は登録物件を、実は１件

だけなんですが、その物件の登録をまずふ

やしていくということが必要かというふう

に思います。ちなみに１月１５日に開設い

たしまして、１月中の実績といたしまして

は、相談件数は８件でございました。この

相談件数８件のうち、空き家を利用したい

というような相談が６件というようなこと

で、ニーズはあるというふうには感じてお

りまして、先ほど申し上げたように、まず

は物件の登録をしないことにはこれからこ

の事業は回っていかないというふうに思っ

ておりまして、今後ともＮＰＯ法人と連携

して、この地域ぐるみの定住促進というよ

うな格好でチャレンジショップを運営して

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  この空き家について、空き家バンクにつ

いては私もずっと専門的にやってきたんで

すけども、しっかりとやはり町から空き家

をなくすために頑張ってほしい。今、総務

部長がおっしゃいましたけども、しっかり

と連携をとりながら指導して、あと３年、

４年ですかね、独自でやってもらうという

話ですから、これもしっかりと今のうちに

やっていただきたい。特に私が心配してお

るのは、町から補助金がある中で事業をし

ているということなので、今相談件数８件

があったということでございましたね。そ

ういうふうな８件、８人の方が来られた、

相談に来られた、そういう個人情報的なこ

となんです。ＮＰＯという、非営利事業と

いう法人ですから、相談業務で知り得た個

人情報を正当な理由なく第三者に提供する

ことは刑事罰が与えられるんですよね。正

当な理由がなくて第三者に個人情報を漏え

いした場合は個人情報保護法、これは２０
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０３年、平成１５年５月２３日に法律第５

７号で制定されております。刑事罰が科さ

れるということで。当然豊能町、うちとし

てはそういう法人関係、これは前回も聞き

ましたけども専門家がいないということを

お聞きしたんです。これ、私は大きな問題

だなと。専門家がいないというのは、法律

的な専門家がいなくて、これは町としたら

借りたい人がよその人にお宅の個人やとか

家の構成とか収入とかいうのがぽろっと他

人に流れるようなことがあったのでは、こ

れは大変なんですね。そうなってくると、

町が今管理、町が管理をしてますから、こ

れは町が税金を投入しているわけですから、

うちの、１３０万のお金。そうなってくる

と、町としても幇助罪というのが適用され

る可能性があるんです。そういうところも

しっかりと見据えながら、法的なものをし

っかりと見ながら進めていかないと、この

チャレンジショップも大きな失敗になるの

ではないかという、私は危惧しておるんで

す。そういうことがないようにやっていた

だかないとあかんと思います。行政の責任

として、この点の解決策をとっていかねば

と思うんですが。法的な人間がここにいる

のか、現在要望、何人か来ているけども断

られたという話を聞いてますけども、その

点、町としても法的な人間を入れないとい

かんよということを指導しているのかどう

かだけちょっと確認させてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  個人情報の管理、また専門的な業務、こ

の２点について御指摘をいただきました。

当然その個人情報の管理につきましては、

町とＮＰＯの連携協定のもとでやっている

ということでございますので、我々にも責

任があるということでございますから、連

携協定の中でしっかりとＮＰＯに縛りをか

けるというようなことはやっております。

それから専門家の件でございますけども、

宅建の資格、これがございませんので、そ

れについてはきのうも答弁いたしましたが、

不動産業界と町とＮＰＯと三者連携の上や

っていきたいというふうに思っておりまし

て、今その仕組みづくりをやっているとい

うようなところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  その三者のＮＰＯ法人と行政と販売業者

の仕組みというのは、後でまた質問をさせ

ていただきますが、私は何度かのぞかせて

いただきました。そして責任者といろいろ

と話をしましたけれども、当時私一人です

から何もできんのですいうて、留守番だけ

ですからというようなことを待ち受けなん

ですよねという話はしていました。留守番

をしていないと外へ行けないということで。

残念ながら先日も土日に行ってみたんです

けども、お客さんが一番来る土日が閉まっ

とるんです、残念ながらね。この本当に有

効な、この課長さんなんか、どう土曜日、

日曜日にお客さんが来るだろうと思うんだ

けど、チャレンジショップは閉まってると

いう状況なので、こういったことをやっぱ

り解消していかないとあかん。やっぱり一

人じゃなくて、２人、３人、何人かでやは

りチャレンジショップを店の中で対応でき

るような人をつくらないとあかんと思うん

です。その点も一人でやっとんで困っとん

ですというような相談を受けたことがござ

いますか。あるんだったら、やっぱり何と

か町として今指導せなあかん立場にありま

すから、この点向こうから相談を受けたこ

とがあるかどうかだけでもちょっと、お答
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え願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ＮＰＯでございますけども、十分なマン

パワーがない、これは聞いております。一

人でやっておられるときもあるということ

も聞いております。その点は実際に人材不

足であろうというふうに思いますし、今後

そういう人材も育てていきながら、ＮＰＯ

に頑張っていただきたいというふうに思っ

ております。その点は町も連携しておりま

すので、協力できるところは協力をしてや

っていきたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  当初、やはり一社、ＮＰＯ１つのところ

に決めたというのが大きな問題だったんだ

ろうと思うんですが、やはりＮＰＯ自身も

しっかりと取り組んでもらわないといかん

ので、これは失敗するわけにいきませんの

でね。町も、どこの町もそうですけども、

しっかりとＮＰＯをやれよという指導をし

っかりとやってもらうように、これは要望

しておきますね。 

  あと質問書の中で、ネットの公開はどう

ですかというようなことを質問したんです

けども、なぜこんなことを質問したかとい

いますとね、確かに空き家バンク情報とい

うのを検索しますと、関西の空き家バンク

情報というのが出てきます。さらにそこか

ら大阪を検索すると、高槻、貝塚、高石、

河内長野、豊能町、岬町の順番で６件空き

家バンクに出てきます。豊能町というとこ

ろのぞいてみますとね、豊能町をのぞいた

ら、高槻、貝塚、それと高石、河内長野、

岬町。これは出てくるんですが、すぐに空

き家バンクって出てくるんです。ネットを

開くと。豊能町は見てみますと、何が出て

くるかっていうと、ホームページのトップ

が出てくるんです。空き家バンクに入って

いかないんです、残念ながら。これは多分

どこかに、プロ部隊にお願いしてつくっと

ると思うんだけども、これじゃあ何のため

のネット、情報を提供してるのかというこ

となんですよ。さらに、もう一個詳しくど

こかないかと思って見てみますとね、これ

は４５０件ほど後、４５０件ずっと進んで

いきますと、もう一つ関西の空き家という

項目が出てくるんです。その中で豊能町の

空き家バンクの昔の取り組みが出てきまし

た。昔の。古民家というだけ。これじゃあ

ちょっとらちが明かんので、考えてもらわ

ないとあかんのですけども。先進的な取り

組みをしている自治体といえば、○○町の

空き家情報とか、○○町、うちに住んでみ

ませんかというような広告がいっぱい出て

くるんです。真剣に移住に取り組んでいる

まちの姿勢が見えてくるんですよね。だか

らあえてこんな質問をさせてもらっとんで

すが。１回だけアップしたからいいという

考えではやっぱりだめだと思うんですね。

前に総務部長も何度か皆さんの、ほかのネ

ットを見てみますという回答がありました

けども、せめて１週間に１回ぐらいはこの

件についてもチェックをして、よその状況

はどうなってるんだと、アクセス数はどう

なってるんだというところもチェックして

いただいていい、よりよい情報を出しても

らわないといかんというわけですよ。蛇足

で一つつけ加えておきますとね、ネットの

不動産という検索をしていくと、これは販

売業者からの情報だと思うんです。これは

希望ケ丘が８件、東ときわ台が４件、とき

わ台が２件、光風台が２件、新光風台が７

件、余野が店舗１件、これだけ空き家があ
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りますという情報が出とんです。見たこと

がありますか。首をひねっているからない

と思うですけどね、あるんです。これは業

者が出しているネットの空き家情報なんで

す。うちは、これも相談件数９件で、１件

だけと言うてましたけどね。これだけ民間

はもうネットで公開しているの、空き家情

報を公開しとんです。やっぱりそういうと

ころとタイアップをしながら、一緒にして

いかないとあかんと思うんです。私、空き

家バンクをつくるときに何と言ったか。行

政だけじゃできないから宅建業者、宅建、

要するに販売業者とタイアップをしながら、

話しながらやっていきなさいよと。そのと

き私も町内のあるところの業者には町議会

でこういうことを話してきたらおたく乗っ

てくれますか、どうですかって言ったら、

業者さんは一緒にやりましょうよって言っ

てくれた。だから私、空き家バンクをつく

りなさいというふうに強く申し上げてつく

ってもらった。そしたら結果的には古民家

だけという形になってしまって。もうよそ

から比べるとなかなか出おくれてる状況な

んですね。そういうところはちょっとさみ

しい思いがするんです。あと、賃貸物件を

見ますとこうあるんです。豊能町は賃貸物

件がゼロなんです。賃貸。能勢町が３件、

忠岡町が２５６件もあるんです。島本町を

見ますと２４５件、田尻町にしても３９件、

岬町も２２件、太子町が８６件、河南町が

５８件、これだけ空き家がありますよ、貸

し家がありますよ、貸してあげますよって

いう情報を出してるところがいっぱいある

んです。これもやっぱりうちとしても今、

空き家件数は何百、３００ありますから、

これだけの賃貸物件で売るんじゃなくて、

賃貸物件がありますよっていうようなとこ

ろもやはり、これは賃貸も含めますと、本

人が出さないとあかんけど、マンションあ

たりは賃貸物件が結構出てますよね。一軒

家も２件、３件はあるんです。同じ情報に

よりますと結構高いんでね、７万、８万は

するんです。だからなかなか借り手がない

という状況があるんですが。こういう状況

のなさというのがあるんですが、これの差

を何と思うか。ここのとこだけちょっと御

返答願えますか。よろしく済みません、お

願いします。やはり情報公開をしっかりや

っていかないとあかんということですが、

この豊能町とよその市町村との差について

現在、何と思ってらっしゃるか、お答え願

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、ネットで出てくる件数を言っていた

だきました。これは業者のホームページ等、

広告の範疇だろうというふうに思います。

豊能町においては、空き家もございますけ

ども、どうも空き家の流通が鈍いといいま

すか、不動産業界においても売買であると

か賃貸であるとか、あんまり進んでいない

かのように私たちは思っておりまして。結

局は所有者の方々がどのように思ってらっ

しゃるかということが一番重要ではないか

なというふうに思っております。したがい

まして、借り手だけではなくて、貸し手、

これにつきましても支援をできるようなそ

んな仕組みづくりといいますか、情報の提

供が第一だというふうに思いますけども。

空き家に関するセミナーとか、そういうも

のも開きまして、まずは空き家を持ってお

られる方、この方々に流通の意識を持って

いただくというようなことから始めて、そ

こから登録の物件をふやしていって、当然

ネットの公開もしてまいりますけども、そ

ういう中で流通を進めていきたいというふ
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うに思っております。よろしくお願いいた

します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  やっぱり何て言いますか、セミナーもき

ょう、川西のアステである法人がやるんで

す。７時ごろからかな、アステの中で。そ

れを、セミナーを。情報はありますかね。

それはまあ別として。やはり定住とか人口

増ということを考える上で、やっぱりどん

どんどんどんと売っていかないとあかんと

思うんですね。でないと、望みが薄くなっ

てくるんですね。取り組みとしては、今さ

っき言ったように一人で、２人で頑張って

いる待ち受け状態じゃなくて、積極的に空

き家を持っておられる方と、やっぱり個人

情報がありますから、しっかりと個人情報

を守りながらやってもらう、法整備をやっ

ていきながら、今の進めていかないとあか

ん話なんですが。家を持っておられる方と

コンタクトをとって、空き家の活用、資産

運用を考えてもらう。売れないのであれば

借家として運用してもらうというような提

案もすることが重要じゃないかと思う。借

家をやったら人間が来るかどうかっていう

問題はありますが、一つあるんですが、高

齢者のひとり暮らしが多くなってきていま

す。買い物をするのに不便だったり、話し

相手がいないとさみしく思っている方がい

らっしゃるんじゃないかっていうのは推測

されるんですが。取り組みの一つとしてこ

れは異世代シェアという、異世代。例えば

おばあちゃんがいる、そこの家庭に大学生

の女の子を一人シェアする。以前シェアの

問題で提案しました。これは、シェアは一

軒家のどこか借り主、家であいているとこ

ろの調整をして、４人、６人のシェアとい

うことを言ったんですが、今回の提案的に

は異世代シェアということで、おじいちゃ

ん、おばあちゃんがひとり住まいをしてい

るところに大学生の子を一緒にシェアして

あげると。安い値段でやってあげるという

ようなこともできるんじゃないかと思うん

ですね。これはついこの前、私が提案した

後に見たんですが、２月２５日の夕刊に

「高齢者宅 学生にシェア」という記事が

載っていました。これは京都なんです。で

ももう一回読んでください。これ、読売新

聞です。高齢者宅を学生にシェアをすると

いうね。これ、私が提案した後に出てきた

もんで、これはタイムリーだなと思って見

とったんですが。既に取り組んでいるとこ

ろもあるということです。下宿を探す大学

生と、自宅に空きがある高齢者に対して仲

買を、行政が仲買をせなあかんと思うんで

すね。下宿をして、下宿として使用しても

らう。そういった自治体が２件、３件あり

ます。その自治体では、大学生や保護者の

方は経済的に負担が抑えられる、高齢者に

は生活の張りや安心感が得られるんだとい

うような大きなメリットがあります。これ

からもどんどん進めていきたいというよう

に言っています。そして新たな下宿の形と

して各方面からその関心を集めていますと

いうふうな報告がございました。町として

も近隣の大学に行って、こういうような、

これはもう個人の家を貸すわけですから、

しっかりと個人の家もこういうことがある

けども、もし乗りますかという、これは下

準備が必要ですけども、そういう下準備を

して、それから大学に行って学生さん、新

しい学生さん、親御さんに負担がかかるか

ら少しはかからないようにシェアをしませ

んかというような売り込みもできると思う

んですね。そしてその大学生が卒業すると

きには、豊能町のよさを知ってもらって、

豊能町に残ってもらって起業してもらうと
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いうことですんで、そういうふうな取り組

みもできるのではないかと、空き家を利用

すればね。この点も十分考えていただきた

い。これはもう大きな提案だと思いますか

らね。これもしっかりとやってもらわない

とあかんわけですが、法的な手続もいろい

ろと必要になってはきます。そこには住宅

流通促進を行っている法人に役員も、さっ

き言いましたけども、役員もしっかりそろ

えてもらって打って出るというふうなこと

も、これからどんどん指導していっていた

だきたいと思うんです。斬新な取り組みだ

と思います。しっかりとチャレンジできる

ことがあると思うので、ぜひとも、これら

の取り組みも一つとして考える余地がある

かどうか、お答えを願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  異世代のホームシェアということでござ

います。これにつきましては現在、既に着

手といいますか検討を始めておりまして、

箕面新町にことし春ですか、キャンパスが

オープンするというような、履正社のスポ

ーツ専門学校でございますが、そこにもヒ

アリングを行っております。専門学校によ

りますとシェアハウス、学生だけのシェア

ハウスというよりも、今議員のおっしゃっ

た昔でいう下宿ですね、今で言います異世

代シェアというんですか、高齢者がお住ま

いのお宅でありますとか、単身のお宅でご

ざいますとか、そういうところに学生に住

んでもらうということのほうが望ましいと

いうようなことをおっしゃっています。こ

れはどうも学生さんでございますので、食

事が大事というようなことで、学生だけの

シェアハウスですと食事がどうしても外食

でありましたり、おろそかになったりする

というようなことから、昔でいう下宿のよ

うなそういうシェアハウスが望ましいなと

いうようなことを学校のほうはおっしゃっ

ているようでございます。民間の事業者へ、

こういうようなことができるかどうかにつ

いてもヒアリングを既に行っておりますが、

民間の事業者はやはり営利が目的というこ

とが最終にはございますので、そのことを

考えますと、規模がある一定なければ商売

としては成り立たないというようなことで

ございまして、一件だけとかそんなことで

は考えてもらえないようなことでございま

す。ただ我々もこれ、空き家の流通として

は非常に有効であろうというふうに考えて

おりますので、まずはモデル事業というよ

うな格好で始めてみたいなというふうに思

っておりまして、そのモデル事業の実現に

向けまして、今民間の事業者を探しており

ますし、今後もそういう仕組みづくりとか、

町としてできる支援、これは何かというこ

ともあわせて検討を進めているところでご

ざいます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  とりあえず、一つは安心しました。とり

あえずは箕面森町で履正社ということだけ

なんですが。あとは関大、阪大、神戸へ行

けば関西学院があります。そうしますとね、

能勢電がかなり乗客アップになるんですよ

ね。何人来るかわかりませんが。能勢電さ

んも潤ってくるし、シェアをするとね。町

のほうも老人が安心して暮らせるし、箕面

森町だけじゃない、履正社だけじゃないと

思うので、そこんとこ範疇を広げてやって

いってもらわないとあかんのです。この点

１つまた一応やっとるということなので、

一つモデル事業としてやっていかないとあ

かん。あとは何件、家があるかです。これ
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はしっかりと当たってもらって、こういう

ことをやりますけども、一人住まいの方ど

うですか、安心に暮らせるどうですかって

いうことは訴えていかないとあかんで、こ

の点はしっかりと取り組んでもらいたいと

思ってます。 

  もう一つ、さっき戸知山の件で質問をさ

せていただきました。研究機関、誘致をど

うですかということ言ってもらいましたけ

ど。もしそういった企業が入ってくれば、

子育て世帯などが入ってくるかもしれない

し、空き家が有効に利用できます。これは

社宅として使っていただく。研究機関のと

ころで、そうなれば空き家を私も以前、昔

千葉に家を持ってましたから、社宅として

使ってます。社宅として貸し出して今使っ

てもらってますので、こういうことにも利

用が大いに可能なんです。これは、個人持

ち家を置いとっても本当に朽ちるだけです

から。そういうところに、ある会社のとこ

ろに行って、会社さんどうですか、社宅と

して使いませんか。これは、ダイハツが近

いですよね、ここはね。ダイハツじゃなく

て、製薬会社もありますし、そういうとこ

ろに出向いていって、社宅として使いませ

んか、これは安価でね。これはお願いせな

あかん話ですが。そういうこともぜひとも

利用できるわけですから、働きかけが特に

大事だと思うんです。それによって豊能町

にも税収が、税金が入ってきますしね、収

入が上がる。これも一つは社宅として使っ

てもらうと、斬新な取り組みじゃないかと

思います。行政としてできないところは民

力でしっかりとやってもらう。さっき言っ

たように、特にＮＰＯ法人と行政と販売業

者、宅販バンクの協議会がありましたね。

さっきとるというように聞きましたが。本

当はもうとっとかないといけない話なんで

す。法的なもんですから、しっかりと三者

で協議しなさいという法的なもの、指示が

総務省から出ていましたから、この点も今

はしっかり取り組んでもらってやっていた

だくように、お願いしておきます。 

  あと本当は検討するかどうかっていうの

もう一回聞いたと思うんですが、ほかの大

学も会社の関係も社宅としての考えもどう

でしょうか、検討する余地があると思うん

ですが。その点、お答え願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  学生向けのシェアハウスにつきましては、

履正社に限らず、もし民間事業者が商売と

して成り立つというような判断をしてくれ

たら十分やっていけるものというふうに思

っております。 

  それから社宅の件でございますけども、

これも箕面森町の事業用地に今、企業が進

出してくるというようなことでございまし

て、今能勢電の話もいただきましたが、町

と能勢電の協働でセールス活動を今各社へ

回っているところでございます。これまで

に３社回りまして、今後３社、２社まだ回

る予定というようなところでございます。

またその後回っておりますけども、その経

営の計画とか、社員の数とか、どこに住む

とかそんな詳細とか事業の規模など、そう

いう需要の中身が把握できていないという

ことが、そういう状況でございまして、今

後とも引き続きまして進出してくる企業の

お話を聞いて、町としてできることをして

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  しっかりと真剣に取り組んでいただくよ

うに要望しておきますが。もう一件情報が
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あるんですが、これは３件目なんですけど

も、国交省が高齢者や障害者、また子育て

世帯などの家に、住宅を確保するのが困難

な人たちを支援するための新たな住宅セー

フティーネット制度というものをことしの、

２０１７年度に設立をします。秋ごろに実

施される予定です。こういうふうな情報も

ありますね。この制度は、地方自治体に専

用住宅として登録された空き家、空き室を

高齢者などが入居する際に、国などからは

最大４万円家賃を補助しますよと。また賃

貸契約をする際には、必要となる家賃の債

務保証料も最大６万円補助する制度、こう

いうふうになっているんですね。対象的な

ものは低所得者となっていますが、月に１

５万8,０００円以下の世帯ということで、

これは限定されます。けども、一応これも

有力な情報ではないかと思います。新しい

住宅セーフティーネット制度というのが、

補助制度が秋ごろには成立しますよという

ことなんですね。これも大いにセールスポ

イントとなりますので、これも条件に加え

ながらぜひとも空き家を町からなくすため

に頑張っていただきたいと思います。さっ

きも言いましたけども、ＮＰＯ法人と自治

体と不動産関係者の住宅支援協議会、これ

もしっかりと構成をしてもらって、有効な

協議ができるように頑張っていっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  あと、もう一つあるんですね。これは３

月１０日ですから、３日後ぐらいですかね、

これは決議予定の５月か６月には議決され

るであろうという住宅宿泊事業、民泊事業、

これも大いに民泊事業が緩和されるんです

ね。かなり緩和されます。もし豊能町内に

民泊をやってみたいという考えの方がおら

れれば、さっきシェアのときに能勢電もふ

えますよって言ったけども、能勢電の客も

ふえてきます。町も潤ってきます。こうい

うことも一応考えられます。民泊、そうし

ますと外国人が多く来るかもしれません。

そうすると、外国語の堪能な方も必要にな

ってきます。あとは妙見口に１つあります

けども、そういうところの方にお願いして

言葉を通訳してもらうとか、利用できると

思いますので。こういうことも、これはま

だ閣議決定で、まだ国会を通ってませんが、

こういうこともあるよということを一つ視

野に入れてやっていただきたいと思います。

もうお時間が来ました。次に移ります。 

  イノシシの問題でありますが、以前にも

鳥獣に関する問題については、数年前にも

質問させてもらいましたけれども、今回の

鳥獣の被害について、鹿は何件ぐらいの被

害があるのか、イノシシは何件ぐらいで幾

ら的なもの、金額的にも幾らぐらいの被害

額があるのかっていうことを調べておりま

したら、御回答願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  鳥獣被害でございますけれども、毎年被

害状況を詳細に把握しているわけではござ

いませんでして。直近ですと２３年度に被

害を調査いたしました。そのときには、イ

ノシシで2,０００アール超、鹿で４００ア

ール超というような面積的なものが出てお

ります。直近で２８年度でしたら、水稲の

被害ですけれども、大体６０アールしかな

いというようなことが農協共済のほうには

提出されておるという状況でございまして。

このときの金額でいきますと、被害が５万5,

０００円だというような金額になっており

ます。この大きな差は何が出ているかとい

いますと、私もそうなんですけれども、農

家の方はなかなか被害が出ても、共済のほ
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うの請求をされないような状況がございま

して、そのまま泣き寝入りをされているよ

うな状況がございます。ですから町のほう

にでも正確な被害状況というのがなかなか

集積できないというような今、状況になっ

ておりますので、今後実行組合等を通じま

して、もう少し詳細な調査ができないかと

いうことを現在検討しているところでござ

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  かなり少ないですよね。２００、４００、

６００アールと６０アールというのはね。

２３年度はかなり多かったんだと。そのと

きは多分農家さんも若かったと思うんです

ね。だから仕掛け的に言ったかという話が

あったと思うんです。今もうええわ、もう

イノシシ、鹿はしゃあないなというところ

が現状じゃないかという気もします。その

点やっぱりこれでいいなと思わないで、し

っかりと対策をとっていただくように、本

当に大事な、川上議員もおっしゃいました

けども、イノシシ、鹿は出ないよと。この

前ヒヨも食ってしまうというようなことを

おっしゃいましたけど、ヒヨまではちょっ

と難しいと思うんですが、しっかりイノシ

シ、鹿の件も取り組んでいただくように、

大事な農家さんを育てるためにも頑張って

いただきたいと思います。 

  今農作物の被害だと思うんですが、それ

以外に人的な被害はどうでしょうか。こう

いうことで人的な被害があったよ、いうよ

うなことを聞いたことはございますか。そ

の一点だけちょっとお聞かせ願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  私のほうに、どこどこでイノシシに襲わ

れたとか、そのような被害があったという

ことは聞いておりません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  直接猪突猛進で、牙でやられたとか、蹴

られたとかじゃなくて、例えば緑地に隣接

した住宅地があります。もう最近はどこか

ら出てくるかわからん。多分イノシシじゃ

なくて鹿だと思うんですね。鹿がよく石を

落とすんです、住宅地に。こういうところ

前からもうお願いをして、何とか網をとい

うようなことで８年ぐらい前かな、１回言

って、そしたらかなりもう古くなっていま

すけど、網をやっていただきました。かな

り広く。もうそこでなくて、また違う新た

に発生してるとこが、また地形が変わって、

鹿が出るところが、場所が変わって、上に

ある大きな石が走るたびにころんと落って

きて、家の前まで転がってくると。例えば

そこの、よく私が相談する、何軒、８軒ぐ

らい家が並んでるところがあるんですね。

そこんとこの子どもさんが夜帰ってきとる、

塾から帰ってくるときによく石が落っこち

てくるんですという話はしていました。そ

うなってくると、緑地を管理しているとこ

ろの町が責任を負ったんじゃあ、これは申

しわけないと。町としても補償金を払わな

いとあかんですから、それがないように、

前もって前もって、やはりそういう話があ

れば、手を打っていかないとあかんと思う

んです。もう１カ所、この前、これはもう

４年前かな、お願いしてやっぱり石が落っ

てきて、何カ所か落ってくるんですという

ような、石も現場に置いておいて見てもら

ったことがあるんですが、そこもなかなか

手を打てなくてできなかった。今回若干修

理して、網をつくって、ところどころです
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けど、ちょっと見苦しいことになったんで

すが。こういったところの、これから先、

何か手当てを算段しているかどうかだけお

聞かせ願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  過去から住宅地のほうにのり面から石が

落ってくるというようなことがございまし

て、光風台の６丁目を中心にのり面の下に

フェンスをずっと張ったということがござ

います。そのときに、できていなかった６

丁目の一番下の階段をおりていったところ

のとこにつきましても、そこはまだできて

おらなかったんですけれども、ことし、つ

いきのうぐらいに終わってると思うんです

けれども、一部ではございますけれども、

さしていただきました。そこのところには、

石が落ってくる原因といたしまして、石垣

の上に平場がございまして、そこに大量の

石が既にたまっておったということもござ

いましたので、そのついでに石も全て除去

いたしましたので、今後しばらくそれで様

子を見まして、また必要であればその続き

もそのような防止策をしていきたいと考え

ています。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  損害の、人的被害的にもし補償せないか

んとなると大変なので、その点もしっかり

と住民さんの御意見もあると思いますから、

聞いていただいて措置をよろしくお願いい

たします。 

  あと鳥獣の、肉の利用について提案をさ

せてもらおうと思ったんですが、時間もな

いのでさっといきますね。町政運営方針の

中では、個体数の調整とおりをふやすこと

は、主要免許取得の補助としては従事者等

の人材育成のことにするというふうにうた

ってますけども。この肉の利用、肉の利用

についてはかなり難しいと思うんです。こ

れは厚生労働省が出しているのかな。それ、

農林水産省が出している中には、撃つとこ

ろは、これは、ライフル弾はスナップ弾を

利用しなさいとか、腹部には撃っちゃいか

んよとか。いろいろと狙撃するときにはも

うピンポイントで撃てよというようなこと

も本当に難しいことばっかりうたっとんで

す。食肉に使うにもね。鹿についてももち

ろん難しいと思うんですが。使っていると

ころは結構、各町村でいきますと、食肉に

利用しているところは１７２の自治体とい

いますか、業者が日本全国でこれだけしか

ないんです。残念ながら大阪府はゼロなん

です。この近くでいえば三重県などは６件

ほど、滋賀県では２件、京都府では４件の

業者しかやってないんですね。町政運営方

針の中で、町長は近隣自治体との共同でと

いうことをうたっていました。きのうの答

弁では近隣自治体というのは、箕面市とか

この前のパスポートとか問題の件は言われ

ておりましたけれども。こういったところ

の自治体との共同というのは、食肉の利用

について、共同については考える余地があ

るのかどうかいうところだけ御返答願えま

すか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  特に鹿のことについてでございますけれ

ども、共同処理につきまして大阪府を中心

に昨年会議が持たれたところでございます。

採算性や処理時間などの問題で、結論まで

至っていないということでございますけれ

ども、今後もそのような会議等が開催され
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ることと思いますので、町としましても共

同での処理に向けて検討はしていきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  共同処理、量ということも考えてもらい

たいと思います。ここではお隣さんがイノ

シシの工場を細々とやっておりますけども、

そういった事業が仮にできれば、志野の里

にも卸して販売できるという状況も出よう

と思いますので、この点も視野に入れなが

ら、鹿肉の利用を考えていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

  あとふるさと納税と近隣の草木の、茂木

の問題も言いたかったんですけども、もう

３分しかないですが。ふるさと納税、現在

どういう方法でふるさと納税をとり行って

いるかについてお伺いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今の御質問は直営か民間委託かというよ

うな、そういう意味の御質問でよろしゅう

ございますか。町での直接受け入れも当然

しておりますけども、民間委託といたしま

して代行業者でございますが、本町ではさ

とふるに、代行業者の契約をいたしまして

受け入れをしております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  やはり行政だけでは難しいということで、

民間を利用するのは大いにいいことですよ

ね。ある地方で、１年間に納税額が６００

万しかない自治体が、町、これは浜松のほ

うですけどね。ある民間に相談したところ、

民間業者が他府県の農産物を取り扱ってや

りましょうという、他府県の農産物。自分

ところにない。豊能町、何もないんですと

いうて、私が相談へ行ったときに、これは

高橋さん、安心して。これは他府県からの

農産物いっぱい集めてこれは納税してあげ

ますよ。あるこの１つのところは、町長に

相談したところ、なかなかうんと言わなか

った。でも年末になってやっと決裁をとっ

た。その３日間で１億円の納税があったと

いう。すごいことなんです。そういうこと

もこれは一民間にお願いをしてやってもら

った話なんですが、さっき言った、このさ

とふるだけでいいのか。ほかのところもあ

るんじゃないかと。大阪府も市もよそにい

っぱい取られて、すごい額を取られとんで

すね。何億も。だから大阪市もやられたら

やり返すようなことを言うて、市長も言っ

ておりましたけども。やっぱり納税という

のは非常に大事な大事なことなんですね。

ですから、しっかりとこの納税もできるよ

うに、何か資料が来ましたけども、ほっと

きますが。しっかりとこの納税に対しても、

永並議員もずっとふるさと納税のことはし

つこく言われておりましたけども、これは

大事な大事な、財源の一つになるんですね。

この件もしっかりとこれから先考えていた

だきたい。宮崎は４２億円の税収があった

と。もう税金は、あとは大阪市が本来入る

税金が１６億円あったんだけど、１６億円

がよそに行ってしもうたというね。だから

大阪市はやり返すと言うとるんですわ。豊

能町としてももう一回民間業者さんとﾀｯｸﾞ

をしながらしっかりと取り組んでもらいた

いと思うんですが、その決意のほどをもう

一回お聞かせ願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  代行会社数々ございまして、その中でい



 3－29 

ろいろ検討した上で、さとふるが一番有効

であろうと。費用の面も考えてということ

で決めました。さとふるには特産品の開発

も含めて委託をしているということでござ

いますので、我々も特産品の開発を進めて

まいりますが、さとふるにもその点頑張っ

てもらいたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  さとふるのみじゃなくて、しっかりとや

っていただきたいと思っています。時間が

参りました。これで高橋の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

１時２０分とします。放送をもってお知ら

せいたします。 

（午前１１時１０分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。

持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０分

とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様、こんにちは。豊鳴クラブ井川佳子

でございます。議長のお許しをいただきま

したので、これから一般質問をさせていた

だきます。 

  まず一点目、高山右近生誕地としての取

り組みについてお伺いいたします。私も行

かせていただきました２０１７年２月７日、

大阪城ホールにおきましてアンジェロ・ア

マート枢機卿主司式によりまして、高山右

近列福式が１万人の参加のもと、厳粛にと

り行われました。その中で、右近生誕の地

として豊能町の名が紹介されました。これ

はもう広く全世界に認めていただいたとい

うことでございます。当日町長も来られま

して、豊能町産のお米でつくられた清酒右

近の販売を行ったと聞いております。こち

らにもそのパンフレットがございます。こ

の右近のお酒は、キリシタン大名の列福式

を記念とされてつくられたとは書かれてあ

るんですけれども、これは豊能町産のキヌ

ヒカリを１００％使用しております。また

右近洗礼の地、奈良県宇陀市の酒造会社が

醸造した日本酒「右近」が誕生しているん

ですね。要するに、右近誕生のお米と、洗

礼地の水が出会ってつくられた醸米、大吟

醸「右近」ということでございます。私も

飲ませていただいたことがあるんですけれ

ども、女性の方も召し上がっていただけま

す。お酒通というよりも、ちょっと甘くて

美味なのでございます。フルーティーです

ので、お酒がちょっと苦手な方も飲んでい

ただけるかと、食前酒にでも飲んでいただ

けるかと思います。私は広報マンだと思っ

ておりますので、今、これが全国に流れて

いるわけですから、ちょっと皆様、こちら

の方にも宣伝させていただいたわけでござ

います。要するにこの清酒を町長も一生懸

命御挨拶していただいたということを伺っ

ております。この機をとらえまして、どの

ように取り組んでいかれるおつもりなのか、

伺いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  清酒「右近」でございますけれども、今

議員がおっしゃいましたように、豊能町産

米の消費拡大を図っていこうということで

取り組むこととして、観光協会にお願いい
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たしまして企画をしていただいたところで

ございます。製造販売に当たりましては町

内農家、町内酒販店、宇陀市の蔵元、吉村

酒店ですけれども、の協力を得て今日に至

っているところでございます。今後におき

ましても、吉村酒店からは協力がいただけ

るということで見通しが立っておることか

ら、引き続き町内の酒販店や農家の方の協

力もいただきながら、製造販売をして、定

期的に製造ができるように取り組んでいき

たいと考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  一つの物をつくるっていうのはすごく大

変だと思うんですね。以前池田炭の振興で、

森林組合のときに取り組んだことがござい

ます。池田炭を絶やさないようにと、お菓

子業界ともタイアップをいたしまして、池

田炭の形をした最中をつくったり、いろい

ろしたことがございます。郷土資料館を訪

ねますと、高山ではなくて、その高山右近

の奥様の志野様がいらっしゃった余野に、

朝廷にも献上していたというお菓子、亥の

子餅というのが昔ありましたというのを、

郷土資料館で見たんです。そのような新た

な展開というのも考えていかないのかなと

思って、私、ここに載せさせていただきま

した。いかがでございますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  清酒「右近」につきましては現在やっと

軌道に乗りかけたかなと、２年目でござい

ます。今もチラシをお持ちでしたけれども、

生のほうを予約販売しておるところでござ

いますので、清酒につきましてはもうしば

らくちょっとこのままいきたいなと思って

おりますけれども。今取り組んでおります

のは、その酒かすでございます。酒かすの

利用を何とかしたいなということで、酒か

すも、今なかなか酒かす自体では需要がな

いようなので、残ってきておりますので、

３月４日、志野の里では、多分その酒かす

を利用した甘酒の提供とかさせていただい

たと思うんですけれども、その酒かすのほ

うも取り組んでいって、全体的に利用がで

きたらというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  酒かす、おいしい酒かすでかす汁をつく

るとすごくおいしいんですよね。なので、

その需要というと少ないかもしれません。

でも、この間管野議員と高山のお祭りに行

ったら、酒かすを入れたクッキーとか、そ

れから例えばカップケーキのようなものと

かも、結構スイーツに合うのではないかと

思うので、そのようなほうも開発していっ

ていただきたいなと思います。 

  またいずれは、亥の子餅にも取り組んで

もらいたい。どうしてもその余野という地

で、朝廷にささげていたということを聞き

ましたので、また余野の志野さんにもひっ

かけて、また売っていただくようなことが

あればいいなと思います。 

  また、秋の花嫁行列も拝見いたしました。

余野地区住民の方々主導のもとに進められ

たと聞きます。住民参加の取り組みですば

らしいものだったと思います。こちらも毎

年取り組んでいかれるおつもりなのか、ま

た町としてどのようなタイアップをされた

のか、お聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 
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  余野地区の方々が実施いたしました花嫁

行列でございますけれども、地域住民の力

で盛大に実施され、多くの方から好評であ

ったと意見を聞いておるところでございま

して、余野地区といたしましては、毎年実

施する方向を持っておられまして、既にこ

としの実施についても話し合い等が行われ

ている状況でございます。実施に当たりま

して、町のほうでは経費面でふるさと活性

化応援事業補助金を活用いたしまして、応

援をしているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私にお茶を習ってくれる人が、あるリサ

イクルショップに行ってたときに、余野の

方たちが衣装を買い求めていらしてまして、

その方も着物が好きだったので、そのお話、

一緒に着物を選んだっていう場面があった

というので、皆さんそんなところまでお越

しだし、また別のときには何をつくってる

と思いますってお店に入っていったら、花

嫁さんの頭に飾る飾りをつくってるのよっ

ておっしゃって、皆さん地域を挙げて頑張

ってらっしゃるなという様子がすごくわか

りました。また行列を見に行かせていただ

いたら、鉄砲やりとかのところに知り合い

というか余野の方がいらっしゃったり、す

ごく頑張ってらっしゃるなと思って、高山

右近という一つのことに町みんなが頑張っ

ていけるという。また高山だけではなく、

余野の方も参加したというところに、大き

な明るい光を見たわけでございます。それ

で高山右近の郷、右近の郷高山コミュニテ

ィーセンターの運営も合わせまして、どの

ように取り組んでいくおつもりか。前回開

かれた臨時議会で、平成２９年４月１日か

らは、東京ドームスポーツさんに指定管理

をしていただくということは聞いておりま

す。もっと詳しく教えていただきたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  高山のコミュニティーセンターでござい

ますけれども、先ほど議員がおっしゃいま

したように、２月の臨時議会におきまして

お認めいただきました東京ドームスポーツ

に新たに指定管理者としてお願いをすると

いうことになっております。東京ドームス

ポーツは、提案の中で地域との連携や、こ

れまでの事業を基本的には踏襲して発展さ

せていく方向で業務を展開していく予定と

聞いておりまして。特徴的な取り組みとい

たしましては、事業実施に当たって、シー

トスの会員を含め、広く広報し、所有する

バスを運行させ、西地区の能勢電鉄の駅も

巡回して高山地区へ集客を考えているとい

うようなことがございます。町としまして

は、きのうからも申し上げておりますけれ

ども、トイレの改修やグラウンドの舗装等

を実施しましたところでございますので、

来訪者が快適にできるような整備をしてい

きたいというふうに考えております。また、

先ほど議員からもございましたけれども、

基本構想を来年予算で認めていただきまし

たら、策定していく予定としておりますの

で、それらを踏まえて今後も高山コミュニ

ティーセンターを中心に、高山右近の生誕

地として情報を発信して、皆さんに来てい

ただけるような施策をしていきたいと考え

ております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  東京ドームスポーツさんに決めた要因を

伺ったときに、今おっしゃっていただいた
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バスの運行を考えているということで。や

はり高山は車がないと不便ですよね。妙見

口の駅からバスを運行していただけるとい

うことであれば池田、もっと先からも高山

に車がなくても来ていただけるという、集

客力があるのかなとすごく期待するところ

でございます。 

  また、トイレの改修もなさったと。それ

とまたグラウンドの補修もなさったという

ことで、雨天時にでも車がとめやすくなっ

たかなと思います。ある一点、私ここには

書いてないですけれども、答えにくかった

らそれでいいですけれども、以前聞かれた

ときに、例えば観光バスで来たら、駐車場

に入れないんだよって話を聞いたことがあ

りまして、もし観光バスが来たときに、ど

こかとまる場所を今は確保されているでし

ょうか。あるいは、またこれから確保され

るおつもりはあるのでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  観光バスで来られた場合、それ専用の駐

車場というのは現在、持っておりません。

ただ、去年の秋でしたと思いますけれども、

観光バスで実際に高山地区へ観光に来られ

た。右近の碑を見に来られたことがござい

まして、そのときにはちょっと広いところ

で路駐をしていただいたようなところがご

ざいます。その辺につきましても、基本構

想を策定していく中で、どのように取り扱

っていくかということを検討していきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  観光バスがとまれば、秋になりますとそ

の花嫁行列を見に来てくださったりとか、

高山の住吉神社のお祭りもあります。また、

そのころちょうどコスモスも咲くのかなと

か思いまして、コスモスの里とのタイアッ

プというのも考えていけば、広く豊能町と

いうことを皆さんに知っていただけるのか

なと思うのであります。また、別の意味で

豊能町というのが宣伝されていますので、

そういうことを早く頑張って払しょくしま

して、新しい豊能町へと生まれ変わりたい、

新町長のもとやっていただきたいと思いま

す。 

  では次へ参ります。東地区の医療の充実

について伺います。国保診療所、内科の回

診でございます。今ネットで開きますと、

月曜日と金曜日の午前のみでございます。

この拡充は考えないのでしょうか。先ほど

示していただきました町政運営方針の中に

も出ているんですけれども、お伺いいたし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  昨日も寺脇議員からの御質問にお答えい

たしましたけれども、新年度に向けまして

は町政運営方針にありますように、市立池

田病院から医師派遣の協力が得られること

になりましたので、来年度は月曜日、水曜

日が派遣されますので、月、水、金の午前

中の内科健診が確保されるということにな

ります。 

  また、さらに従前からそうですけれども、

照葉の里箕面病院にも医師の派遣をお願い

しておりまして、照葉の里のほうで医師が

確保でき次第、さらにもう一日ですけれど

も派遣をお願いすることになっております。

それはあくまでも照葉の里のほうで医師が

確保できたらという条件ではございますけ

れども、そのように努めてまいりたいと考

えております。 
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  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  昨日の質問の中でも答えが出ておりまし

た。また歯科の訪問も始めるよということ

もきのう聞いたと思うんですけど。やはり

本当に東地区の医療というのはかなり厳し

いものがございます。以前は常駐のお医者

さんがいらっしゃいまして、一応午前と午

後も診療があったんです。うちの子どもた

ちも先生たちに診てもらって、君、毎月来

るねと言われた時期もありました。やはり

私は、もちろん可能であればの話でござい

ますが、常駐医の検討はしてないのかなと

思うんですね。やはり同じ先生に診てもら

うと、親も安心します。また高齢者の方も、

今はそういうことはないとは思いますが、

以前亡くなったお医者さんがいらっしゃっ

て、その次に行ったら、全部また最初から

診てもらったのよという話も聞いておりま

すのでね。苦肉の策で今、月、水、金と開

けていただきましたということは重々わか

るんですけれども、それと並行に常駐して

いただくお医者さんを考えてはいただけな

いでしょうか。並行に探していってほしい

なと私は思うんですけれども、そういうこ

とは考えられないですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  平成２８年３月に策定されました大阪府

の地域医療構想がございます。その中には、

２０２５年を見定めて、みとりも含めた在

宅医療の充実、在宅介護の充実が市町村の

役割として明記されております。したがい

まして、今の状態がそのみとりも含めた在

宅医療、在宅介護の充実になっておるとは

考えておりません。しかしながら一方で難

しい問題もありますので、今後も継続して

この医療の充実、観点からの努力を続けた

いと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうなんです。在宅医療というのがとて

もこれから大変になります。何ていうんで

すか、待機児童ゼロよりも待機老人ゼロみ

たいな感じでね、やはり施設では賄い切れ

ない部分もございますので、地域医療とい

うのはこれからますます大変になってまい

ります。そのように、もちろん苦肉の策で

考えていただいているのはよくわかるんで

すけれども、また並行して常駐医というの

を探していただきたいなと思います。今一

生懸命取り組んでいただくっておっしゃっ

た中に、その案もちょっと入れていただい

て、もし来ていただけるお医者さんがいる

のならば、お願いしてほしいと思うんです

ね。よろしくお願いいたします。 

  では次へ参ります。病児、病後児保育の

実現に向けてということでございます。池

田町長は、済みません。この文面をつくっ

たのは２月１７日でありまして、そのとき

には町政運営方針を私、手にしてませんで

したので、ちょっとこの原稿をまず読ませ

ていただきますね。 

  池田町長は所信表明の中で、女性が活躍

するまちにするため、女性が出産を経ても

引き続き働くことができるよう、子育て支

援サービスの充実を図るとともに、仕事と

家庭の両立に向けた取り組みや就労及び創

業、起業に向けた支援を通じて、子育てを

しながら働きやすい環境を整備することが

重要とされています。と訴えていらっしゃ
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いました。もうまさにそうだと思うんです。

それと、また以前、私が同じ質問をさせて

いただきましたときに、教育委員会のほう

でも病児、病後児保育を５年を目途に進め

たいと伺っております。池田町長はどのよ

うにお考えでございましょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  病児保育、病後児保育が実施できれば、

保護者にとってはとても働きやすい環境に

なるということで、非常に大切なことかな

というふうには理解しておりますけれども、

しかしながらこの事業を実施するためには、

さまざまな条件がございます。特に医師の

確保、それから保育を実施するスペース、

それから看護師、専任保育などのそういう

ふうな人的確保というふうなことが当然ご

ざいまして、非常にそういう点では条件整

備が少し厳しいというふうに今、現実では

考えております。先ほどもお話がありまし

たように、特に東地区の医師の確保、並び

に西地区における教育委員会においては学

校医の先生方も複数担当していただいてい

るということで、非常にそういう点で町内

だけでこういうことを、条件整備を全て行

うのは今、現実的には難しいかなというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  よろしいですか。 

  町長、どうですか。 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  先ほどから右近酒から全て御宣伝をいた

だいて井川議員、本当にありがとうござい

ます。私も聞いていて本当にうれしかった

というふうに思います。 

  ただいまの質問でございますけれども、

私といたしましては、このようなことが全

て完全にでき上がれば本当にいいなという

思いと、それとやっぱりやらなくてはなら

ないという思いと両方が試行錯誤しており

ます。今後におきましても、やはりそうい

う両面で働ける場所、そして子どもたちの

育児のできる場所ということをつくってい

きたいという思いでございますので、切磋

琢磨して頑張ってまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  働く女性にとって、不安材料は子どもの

病気時の就労なんです。育てていく自信が

ないわって思われる人もいます。割と若い

女性は今家庭にいる方もいるとは思うんで

すけれども、仕事を持っている人が多いん

ですね。最近の若いカップルはすぐ子ども

をつくるかっていうとそうじゃないんです

ね。そこで二の足を踏むのは何かっていう

と、今私が申し上げている子どもが病気の

ときに預ける場所というのがなかなかない

っていうふうに悩んでいるんです。そのこ

とを考えて、その前をって思いとどまって

しまうと大変な残念なことになっておりま

す。１億総活躍とおっしゃいまして、国で

も言われておりますし、また日本全国、豊

能町を見ても高齢化が進んでいく中で、若

い人みんなが働きやすい環境というのをつ

くるっていう、その運営方針を挙げていた

だいたところに、所信表明で挙げていただ

いたところに私はすごく感銘を受けたわけ

でございます。 

  例えば、国保診療所の２階なんですけれ
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ども、私が拝見させていただきましたら、

保育ルームになるようなところが１室、そ

れから隣のベッドを置いてあるようなとこ

ろもございました。２階のベランダは大分

頑張らないと無理かもしれませんね。ちょ

っと柵をつけるとか、危ないですからね。

子どもたちがちょっとよくなったときに空

気を吸いにいける場所みたいな感じも両側

にあるなとかね、見に行ってはいるんです

けど。もちろん以前聞いたときも、医師が

要りますよと。それで保育スペースは要り

ます。それから専門の保育者も要ります、

看護師も要りますというふうには聞いたん

ですけれども、丸ったけできない話でもな

いのではないかなと、国保を見たときにそ

ういう思いもあるんです。町長の御決断で、

今前向きに進めていくという御答弁をいた

だいたんですけれども、これは別に町国保

の中だから町がするのかっていうと、ちょ

っとわからない。そのシステムは私、よく

わからないですけれども。例えば枚方市で

は、個人病院が、自分が女医さんなんです

けど、そこは。自分が診た患者に限って、

その別の場所を設けていまして、そういう

サービス、要するに病気のときも診るって

いうか、病気のときはもちろんお母さん、

お母さんというのかおうちの人というのか、

いればいいのはもうもちろん重々わかるん

ですけれども、やっぱりインフルエンザと

かその伝染病にかかりますと、元気になっ

た後も１週間、２週間という時期を家で過

ごさないといけない。非常勤、私が役場で

非常勤をしていたときは、御無理をお願い

して休ませていただいたことはあります。

でもそのような職場ってなかなかないです。

特に、勤めていますと、今の制度ではそう

いうふうな制度もなかなか難しいと思いま

す。育児のためのお休みというのも大体拡

充はされてきましたけれども、それはある

年齢の制限があると思うので、それもまた

国のほうでやっていただかなきゃいけない

なとは思うんですけれどもね。でもやって

やれなくはないんじゃないかなっていうふ

うに思うんですけれども、今もう一回聞い

たところで同じ答えかとは思うんですけど

ね。いかがでしょうか。もう一度お願いし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  国保診療所に限りまして、私から答弁さ

せていただきます。国保診療所で実施する

ことにつきましては、人員の配置、そして

専用スペースの確保、医師会の協力、協力

医師機関との連携及び緊急対応の取り決め、

他の子どもたちへの感染の防止等により非

常に困難ではないかと考えております。そ

れなりの改修が必要でございます。 

  一方で何よりも、議員御指摘のように、

常時その方が発生するためにスタッフをそ

ろえておくということの効率は、私どもの

規模では非常に難しい。なので、議員御指

摘のように枚方市では医療機関のほうに委

託しておるのだというふうに私は理解して

おりますので、一定の要件を満たさない限

りは、実施が難しいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  以前同じ財源を別のところに使えと言っ

た覚えはあるんですけど。今進めている高

校生までの医療費助成をするより、そのよ

うな財源を使って病児、病後児保育を進め

るほうが若いお母さんたちのニーズに合う

と私は思うのであります。この医療費の無
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償化なんですけど、もういろんなところで

取り組まれているんです。これもそうです

けど、２０１７年２月１７日金曜日の朝日

新聞なんです。医療費ほぼ無償化というこ

とで、摂津市が何と２２歳まで拡大を検討

されておりまして、摂津市で２２歳までさ

れたら、豊能町も立ち行かないような気は

するのはするんです。でもここにはここの

事情がありまして、この市によると結婚し

て転入してくる２０代の世帯が多い一方、

子どもが生まれて成長するにつれて、吹田

市や大阪市などの周辺自治体に家を買って

転出するケースが目立っているんです。そ

の人たちをつなぎとめたいというこの市長

の思いで、２２歳まで医療費をほぼ無償化

したいということなんです。１回払うのは

５００円。２回行くのも５００円。それか

ら３回目以降はゼロとするよという制度な

んですね。そして市が負担するという。も

うとんでもなくすごいなと思うんです。で

もね、この市は人口的には８万3,７２０人

いる。しかも高齢化率は２０％なんです。

なので若い世代がすごく多くて、この施策

を取り入れても全然影響がないというか、

大丈夫なんです。また近隣ではこういうの、

見せるのはやめます。箕面市がございます

ね。２９年４月から子どもの医療費助成費

制度を始められるんですよ。こちらは入院、

退院ともゼロ歳、高校卒業年齢までほぼ無

償。１回５００円、２回目行ったときは３

００円、それ以後無料とかそういうものが

ございまして、なかなか近隣でこれをされ

ますと、豊能町でこれを取り組んでもはっ

きり言って無駄と思います。豊能町に来る

のはその医療費があるから来るのではなく

て、例えば親御さんがおって来られるって

いう例を私は今、１軒知っています。その

御家庭でお子様が生まれたのも１軒、事例

を知っております。また３年前も川西市に

御主人が勤めているから豊能町の家、この

広い家で子育てをしたいっていって来られ

た方も知っております。その方も赤ちゃん

が１人生まれました。というような感じで、

医療費助成があったから来たのではなく、

地縁、血縁、または近くに住宅があったか

ら来たのであって、この医療費助成がどの

ぐらい効果を生んでいるかっていうと、す

ごくクエスチョンなんです。我々先ほど申

し上げましたけれども、摂津市では２０％

の高齢化率ですが、皆さん御存じのとおり

２０１５年には38.９％の高齢化率ですし、

団塊の世代が高齢者になると言われる２０

２５年には何と48.７％の高齢化率になるわ

けで、このような市町村、町、そのような

制度をずっと続けていくのは無理があるの

ではないかと思うのでございます。平成２

８年にはその３１億2,５００万ある基金が、

その２０２０年のときには基金も１２億4,

４００万円になると、この間財政推計も見

たところでございますからね、やはり無理

なことはやめて、やっぱりニーズに合った

やり方もちょっと考えていったほうがいい

のではないかなと思うのですけれども、こ

の点について町長、いかがお考えでしょう

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えさせていただきます。 

  井川議員の、先ほどの１８歳までの医療

費の無料化ということでございますけれど

も、２７年７月ということでございます。

前任者がそのように提案をされて、議会で

承認をいただいたということでございます。

私はその点につきましては、２７年にやっ

ていただいたことを、私がなった途端にと

いうわけにはまいりません。先ほどからい
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ろいろとお話をいただいておりますけれど

も、やはり若い人たちが住んでいただくま

ちづくりということもこれから私は考えて

いかなくてはならない大きな問題だと。し

かしその問題につきましても、議員の皆さ

んとともにこれからどうすべきかというこ

とを議論し、御意見をいただいて、そして

行政に反映していきたいということを前回

も申し上げております。その中で、今行政

側が全てそういう責任を持ってやらなくて

はならない。学校教育もそうですし、また

医療問題、井川議員のおっしゃるように行

政側だけが持たなくてはならないというよ

うなことではなかなか満足のいく行政がと

り行われていかないだろうというふうに、

私個人としては考えております。というこ

とは、やはり御両親もおられましょうし、

今核家族になった結果がそういう流れにな

ってきているのではないかなというふうに

私は思っています。だからその辺もお互い

に助け合い、そして輪のある生活といいま

すか、そういうものも踏まえて、そして行

政がその枠の中でしっかりとサポートでき

る、そういうまちづくりにしていきたいと

いうふうに思っておりますので、どうか一

つ御理解のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  町長はこれから女性と一生懸命会議を積

み重ねてお話をされたいとおっしゃってい

ましたので、そのような若い女性もその会

議に入れてもらえるのかなというふうに思

ったのでございます。そういうことも会議

に来ていただく人の選出のときに、ちょっ

と頭に入れていただいて実施していただき

たいなと思います。 

  次、永寿荘の運営についてでございます。

これも何回も言っているので、何月と何月

と何月とまたここで言われてもあれなんで

すけれども、一応言います、通告していた

ので。永寿荘を自主運営にして生まれるお

金は４００万とされています。一方豊寿荘

のお風呂のサービスに要する経費は３４８

万です。前々回の定例会で回答いただいた

ところでございます。また平成２６年１２

月１９日豊寿荘発表では現在お風呂のサー

ビスを提供している女子浴槽では１９時間

後には６センチも水位が下がる漏水調査結

果が見られると聞いています。以前は永寿

荘の存続を考えて、町老連との話し合いの

さなかだと聞いていましたが、豊寿荘のお

風呂のサービスを停止して、それを財源に

永寿荘も町営で見ていただけないでしょう

かと１２月議会で池田町長にお願いしたこ

とでございます。先日来答えも出ているん

です、これもね。時間差がありまして。存

続の方法を考えるとの答えでした。町営で

永寿荘の運営をされてはいかがですかとい

う、これは通告書でございました。 

  平成２９年３月２日の議会全員協議会の

資料をいただいたんですけれども、この財

政健全化推進プランの検証の中でこれは、

永寿荘の自主運営は町営で継続するという

ふうに発表していただいていまして、もう

すごくうれしく思っています。また、まだ

これから審議される予算の中でも、永寿荘

の改修が挙げられておりまして、老人の憩

いの場を町営でやっていただけるというこ

とを伺ったので、すごくここは本当にうれ

しく思っております。ここで聞くべきこと

ではないかもしれませんけど、永寿荘の改

修って一体何をなさるのかなってちょっと

興味があったんですけれども、ここでお答

えしていただけなければ、また総括質疑の

ほうで聞いてもいいですけど、いかがでご
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ざいますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  あの施設は非常に老朽化が進んでおるも

ので、空調が一括で、１カ所で供給してお

るもので、その調子が悪うございます。今

後利用するためには、冷暖房機器を各部屋

に設置するということで、工事費を計上し

ております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様の憩いの場になって、健康で長寿で

いていただきたいと、私もその仲間にもう

すぐ入ると思うんですけれども。 

  次へ参ります。職員の年齢、構成、人数

についてでございます。従来より新人職員

の採用は若干名で、それに対して定年によ

り退職していく職員が多く、職員は消防事

務委託に伴う人数減のほかは、自然減によ

るものと認識しているんですけれども、間

違っていたらまた御訂正いただいて、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃっている自然減というの

は、定年退職と新規採用の差ということで、

自然減とおっしゃっている。それ以外に、

勧奨退職、また今は早期希望退職といいま

すが、それらを推進してきたということも

減少の要因ということでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  年齢構成人数というのは、多分把握して

いらっしゃると思いますけれども、どのよ

うに把握していらっしゃいますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  一般行政職で年齢構成を申し上げますと、

２０代は約５％、３０代が６％、４０歳代

が５５％、５０歳代が３４％というふうに

なっております。今申し上げたのは一般行

政職でございます。これでよろしかったで

しょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私も調べました。パソコンで調べたら、

豊能町の給与、定員管理等についてってい

うものが出てきまして、そこで出てきたの

はそのような感じで。例えば豊能町は、で

もこれは平成２４年４月１日現在でござい

ますから、今から考えるとちょっと古い資

料なんですけれども、豊能町の平均、一般

行政職が46.８歳、これに比べて大阪府は43.

４歳、また技能職においては48.７歳、でも

府は49.２歳だったんです。 

  それと、これは後ほどでいいです。済み

ません。それと、窓口に行って私も聞いて

まいりました。そうすると、やっぱり今部

長がおっしゃったような感じの数でござい

まして、それを表にしたらこんな感じなん

です。要するに、ある一定年齢を過ぎると

どんと下がっていまして、これを見たとき

にこれからどうするのみたいなふうに思っ

たわけなんですよ。これはもちろん今部長

がおっしゃったパーセンテージを言えば、

もうわかることなんですけれども。これか

ら以後どうされるのかなっていうのが私の
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質問でございます。 

  例えば、過去に新任職員の採用を控えて

いるのは、合併を考えているからね、なの

で抑えているんだよということを聞いたこ

とがあるので、そういうことはあるのでし

ょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  合併のために採用を抑制するって、どこ

でお聞きになったのかわかりませんけども、

そのような事実はございません。行財政改

革の一環として採用を抑制してきたという

ことでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  議員になったころの話ではなくて、非常

勤事務でいたときにそんな話を聞いたこと

がございました。 

  では現状、これを見て、これからどうさ

れるおつもりなんですか。例えば中途採用、

新任でなくても４０代の人を雇ってくると

かいうような方策は考えないのでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げたとおり、４０歳以上に

職員が固まっているというようなことで、

２０代、３０代が非常に少ない状況でござ

います。これからも採用は続けてまいりま

すし、３１年度以降は１０人以上が毎年定

年退職をしていくというような年度も続き

ますので、それに合わせまして採用はして

いきたいと。年齢の平準化、これも必要か

と思いますので、年齢構成につきましても

考慮しながら採用はし続けてまいりたいと

思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  まちを変えるのはばかもの、若者、もう

一つ忘れました。ごめんなさい、よそ者、

そうありがとう。というので、よそで経験

した人を採用してみるというのも大事なこ

とかと思います。新任でなくてもいいと思

います。例えば今ここで見ると、４０代は

５５％、３０代は６％、２０代は５％です。

だから３０代の方をどこかちょっと経験を

積んだ方を、またそれを枠別に採用してみ

るというのも一つの方法ではないかなと思

うんですけど、いかがでございますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  社会人採用、これも考えておりますし、

どういうタイミングでするかということも、

それも検討しなければなりませんけども。

現在は土木職の職員の採用試験を行ってお

りまして、土木職につきましては、現在は

上限５５歳までということで、範囲を広げ

てやっておりまして、社会人についてはい

わゆる教養試験、ペーパーテストを免除と

いうようなことで考えておりまして。事務

職においてもそういう必要があれば導入は

していきたいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  先日募集を見たときに、５５歳なんだと

見た記憶がございます。新任ももちろん採

用して、継承していく必要もございますし、

また私が申し上げたように、別枠で考えて

いただきたいなと思います。 

  それと、昨日もおっしゃっていましたけ
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れども、幼稚園教諭及び保育士においても

４９歳が平均年齢と聞いております。以前

聞かれたときも、子どもの減少に応じて採

用してこなくても運営ができてきたと、こ

れは議員になって聞いたことなんですね。

保育の継承をこれからどのように考えられ

るのか。多分私は教育委員会に行って、こ

のようなグラフをつくればよかったのに、

つくれてないのでね、どのような年齢構成

になっているかというのもよくわからない

まま質問しておりまして、申しわけござい

ません。そのあたりもちょっと御案内いた

だきながら、今のお考えをお聞きしたいと

思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今議員のおっしゃったとおり、平均年齢

４９歳ということで、ちょうどそこは真ん

中になります。ですから５０代が今１２人

ですか。それから４０代が１１人、３０代

といっても後半なんですけど４人という年

齢構成になっております。 

  つまり３０代後半から６０までの間が満

遍なくおられるという状況になってます。

でも、今のところ子どもが少子化というこ

とで、やっぱり減っておりまして、担任の

数とかが減ってきている中で、今教育委員

会に２名、それからスキップに２名と４名

の保育士が行政の中でも働いていただいて

る状況の中で動いております。ただ、今後

退職等が出てまいりますので、そのときに

はやっぱりそれを予測して、保育の継承を

考えながら保育士というのが必要になって

くるかなというふうには思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そうなんです。なかなか公立でこのよう

な教育をしているっていうところは余り全

国でもまれに見るんじゃないかなと思うん

ですね。保育所、認定こども園、それから

幼稚園において給食も、幼稚園でも給食を

出しているという食育を、あるいはまた幼

稚園でも延長保育を公立でしていると。バ

ス通園は言わずと知れたという、そういう

ところ、公立でここまでサービスをしてい

るところっていうのはなかなかないと思う

んです。この豊能町の地の中で、やっぱり

このサービスを続けていくためにも、新任

育成というのがすごく欠かせないと思いま

すので、今お聞きしました予測してまた採

用していきますっていうお話だったので、

ありがとうございます。 

  では次に移らせていただきます。中高生

って書いてあるんですけど、要するに中高

年ではなく、中学生、高校生の居場所づく

りについてというテーマでございます。先

日、福祉教育消防常任委員会のほうで伊万

里市市民図書館と、それから武雄市図書館

へ視察に行かせていただきました。また単

独で公共施設マネジメントという講義を受

けに行ったときに、たまたまその先生に紹

介っていうか、紹介していただいたのが、

武蔵野プレイスという場所でございまして、

ここは武蔵野市っていう大きなまちなんで

す。東京から快速に乗って３０分で行ける

ようなまちで、だからできるということも

あるんですけれども。ここでは図書館と青

少年会館の設備を一体化して、いろんな年

齢層の方が来ていました。要するに図書館

という概念だけでなく、１階のフロアでは

５時からワインを出すんです。そのような

ことに取り組んでいるところもございまし

た。要するに、図書館ていうのは、本の貸

し出し数を見るのではなくて、要するに来

館者数を見て管理しなさいっていうことを
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マネジメントの先生もおっしゃってました。

要するにその人の暮らし、ただ図書が借り

られる図書館ではなく、その人の暮らしに

寄り添えるような図書館、要するに滞在型

っていうんですけれども、を目指していま

すと、伊万里図書館からも武雄市図書館か

らも聞きました。 

  さて、我が町の図書館では、いかに取り

組んでらっしゃるのかなと持って、これも

見に行かせていただいたんですけれども。

とても明るい図書館でした。それと、新聞

を読むスペースということで、建て増しし

たというのか、外壁の向こう側につくられ

たガラス張りのお部屋もございまして、こ

こはすごくすてきだなと。伊万里市で見た

ような、武雄市でちょっとコーナーを見た

ような、そのコーナーがここにもあるなと

思って喜んでいたんですけれども。さて図

書館運営について、どのようなお考えで今

進めていらっしゃいますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今の御質問の図書館運営なんですけど、

公民館というのは滞在型というふうな考え

ではなく、社会教育の活動の場という形で

の運営です。図書館につきましては、滞在

型とまでは言えませんが、ゆっくりと過ご

していただけるようなスペース等をつくっ

て、長時間いていただけるような工夫はし

ております。ただ館内飲食禁止ということ

で、やはり書籍を扱っておりますので、そ

ういう部分ではゆっくりとワインを飲んで

というような活動提供の場にはなっており

ませんが。そこで、豊能町の中で本と人が

出会える場というんですかね、そういう場

としての空間をつくっていきたいなと。ま

たその中で人と人のふれあいがあったり、

また昨日もありましたけども、ボランティ

アの方によって支援されているような図書

館でございますので、町民の方がつながる

場になればなというような思いで、図書館

運営はしております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  民間委託しようとしていた図書館も町営

でできるように、今方針も挙げられたとこ

ろでございます。私が聞きたかったことは

ほかにあるんですけれども、これはまた次

の宿題へとさせていただきますので。全然

大丈夫なんです。ただ、その図書館なんで

すけど、憩いの場として使っている。それ

は定年退職して居場所がない人が、本当で

すよ。奥さんに言われてどっか行くとこな

いのって、行ってるところが図書館で新聞

やと聞いたことがあるので、またそういう

活用方法も広げていただきたいなと思って

次回につなげます。ありがとうございまし

た。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で豊鳴クラブの一般質問を終わりま

す。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

時１０分とします。放送をもってお知らせ

いたします。 

（午後０時１０分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次にイノベーションとよのの一般質問を

行います。持ち時間は質問及び答弁を合わ

せて１００分とします。 

  永並 啓議員を指名いたします。 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  こんにちは。イノベーションとよのの永
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並 啓です。 

  これで、我々の会派で一般質問は最後で

すが、豊能町の未来のために積極的な議論

をしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  まず町政全般についての質問であります。

まず教育費の無償化についてです。私がこ

れを初めて提案した、３年前に提案したと

きに、いずれ国でもそういうような形にな

ると言いました。まだ実際はなっていませ

んが、給付型の奨学金ができるようになっ

たり、維新のほうでは公約に教育費の無償

化を挙げるように、徐々に負担を減らす方

向になっていることは確かです。豊能町で

試算したところ１億円かかるということで

すが、私はそれでもすべきかなというふう

に考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  教育費に関しての御質問でございます。

一応その点について御答弁させていただき

たいと思います。今までいろいろ無償化に

ついて、あるいは無料化について御提案さ

れてきたというふうに聞いております。教

育委員会としましては、さまざまな教育の

ために必要な経費をいかにして効率的にや

るかということで考えてまいりました。確

かにそういう点もございますけども、本町

としましては、教育の充実のためには教育

の質を上げるという観点を第一に考えてお

ります。今ありました給付型のそういう奨

学金等につきましては、今後国の動向を見

て考えてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  町長、ありますか。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  永並 啓議員の御質問にお答えしたいと、

このように思います。無償化ということで

ございますけれども、議員も御承知のとお

りに、今の財政状況の中で無償化というこ

とには非常に困難な部分があるんじゃない

かと。先ほどから議員も御承知のとおりに、

それぞれの皆さんからそれぞれの要求をい

ただいて、私ちょっとさっき一服しに行っ

たときに、計算したんですけども、基金も

あっという間になくなるなという金額に達

しておりました。これから先もおっしゃる

とおりに、国のほうでいろんな流れがある

と思います。その流れに沿って、今後教育

は進めてまいりたい。私も教育大綱の中で

申し上げましたけど、日本一教育と。ただ、

学力が日本一というだけではございません。

いろんな流れの中で日本一があるというふ

うに思っておりますので、その点につきま

しては今後も精いっぱい頑張ってまいりた

いと、このように思っておりますので、ど

うかひとつよろしくお願い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  確かにお金はかかるんですよ。でも豊能

町の規模では、ちまちまといろんな細かい

ことをしていても人は来ないんですよね。

やっぱり教育の町というふうに都合いいと

きは答弁されるんですよね。やっぱりそれ

ならどこもやってない先進的な取り組みと

いうものをしていかないといけない、それ

で昨日の川上議員から部長への質問で、部

長の答弁を聞いていると、非常に残念でな

りません。どれも現状分析ばかりなんです

よ。それも以前から指摘してきたことばか
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りなんですね。知名度がないことというの

は、私が議員になって１５年前に交野市も

例に挙げて、今回なぜか交野市が出てまし

たけど、交野市と豊能町というのが大阪府

で最も知られていないまちですよというこ

とを大阪市にアンケートを実際にとりに行

ってそういうことがわかりましたと。だか

ら生の声を聞いてくださいというのは当時

は内田さんじゃなかったですけど、乾さん

に何回も言っていましたよね。そういうふ

うな形で、やはりもうずっと言ってきたこ

となんです。それで二世帯住宅助成金も数

百万の予算でやりましたけど、やっぱり失

敗。議会が指摘してきたけど、結果はやっ

ぱりそうだったんです。住マイル助成、こ

れも議会からやってもしょうがないよって

言われてもやって、結局失敗。こういう状

況なんですよね。それできのうの部長の答

弁なんですよね。それで豊能町は知られて

いない、行き方も知らないが不動産が安く

買えるということを知っている人は既に引

っ越してきていると、そういう答弁なんで

すよね。行政が何か仕掛けたっていうこと

が、本当に豊能町の場合は少ないんですよ

ね。やはり定住化というものは、数百万ぐ

らいでできるようなことじゃないですよ。

非常に残念なのは、特に田中町長の４年間

というのは、毎年のように定住化を促進さ

せる機会があったんですよ。一つは消費税

が上がったときですね。その前ってやっぱ

り不動産の購入って進むんですよね。それ

ともう一つは安倍政権が誕生したときです

ね。アベノミクスによっていろんなところ

にお金がばらまかれたんですよね。それも

ありました。最後は地方創生なんですよ。

地方創生によって、人口をふやしましょう

というふうに日本全国が言って、いろんな

ところが手を挙げている。本当は今年度っ

てそれに向けて非常に頑張らないといけな

いとこなんですよ。でもそこら辺の具体策

というのが本当に見えてこない。それで部

長は知ってる人はもう既に住んでいるって

言いながら、シティープロモーション、シ

ティープロモーションということをおっし

ゃる。プロモーションって基本的に知名度

アップですよね。知ってもらうことですよ

ね。そこでお聞きしたいのは、どういった

人をターゲットに、どういったプロモーシ

ョンを展開していこうと。そうすれば、定

住化につながるというふうにお考えか、ち

ょっとお聞かせいただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これまで豊能町、コマーシャルといいま

すか、ＰＲが下手だったというふうに思い

ます。現在シティープロモーションプラン

というようなことで、今後どのように豊能

町を外に発信していくかというようなプラ

ンを立てております。ターゲットはという

御質問でございますけども、やはり豊能町

で住んでみたいというふうに思っていただ

けるためには、豊能町ならではのこと、こ

ういうものを知っていただくということが

必要だろうということを思っています。若

者が今の豊能町に魅力を感じるかというと、

そんなに魅力を感じないというようなこと

が大体アンケートとか、そういう分析で出

てまいっておりますので、そういう若者が

魅力を感じるというようなことになります

と、自然とふれあいたいとか、例えばそん

なこととか、豊能町のようなそういうざわ

ついていないまちで余暇を楽しみたいとか。

そのようなことを求める方、こういう方が

ターゲットかなというふうに思っておりま

すけども。確かに豊能町は知られておりま

せんので、まずは豊能町を知っていただく
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ことから始めないと、そのことすらも知っ

ていただけないということですから、広く

シティープロモーションはしていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  今のことも以前から指摘しているんです

よ。豊能町のような環境って、大阪から４

５分、５０分。近いと言いますけど、西に

行ったら明石を越えるし、上に行ったら京

都を越えて大津ぐらいまで行っちゃうし、

東へ行ったら奈良まで行っちゃうし、南へ

行ったら和歌山まで行く。それだけの範囲

の大阪から通勤距離にあるところっていっ

たら、こんな豊能町のような環境って腐る

ほどあるんですよ。それでもまだ知っても

らおうというんやったら、よほど中身とい

うものが具体的に出てないと、今ネット社

会なんですよね。いいことをしていたらほ

っといても広まっていくんですよ。こちら

から積極的にＰＲをしないといけないとい

う段階で、大したことをしてないという証

拠なんですよ。していたらマスコミがどん

どん飛びついて来るっていうのが今のネッ

ト社会の現実なんですね。そこはもっと画

期的なことをすべきやというふうに考えて

います。 

  私はやはり基本的なばらまきとか嫌いな

んですね。よく最近田舎のほうで住んでく

れたら１００万円とか。大体世界各国では

税金を集めるのが大変なのに、集めた税金

をなぜかお金でばらまくってあり得ないで

すよね。やはり税金をうまいこと効率的に

使ってこそ行政の役割だと思っているんで

す。それで私がやはり豊能町のような規模

で非常に重要だと考えているのは、教育の

まちというなら教育一本に集中して１０年

ぐらいで基金を全部使ってでも投資をする

ということです。そのコンセプトは基本的

に子どもたちの選択肢を広げ、無限の可能

性の窓を開ける。開けるというものです。

当然、学校の質の向上は当たり前ですけど

も、私が最近川上議員も塾を入れるとか言

っていますけど、日下町長時代に提案した

習い事教室を学校へというものなんですね。

これは、川上議員とちょっと違うのは、塾

とおっしゃっていますけど、私は習い事教

室全般なんですよ。それは何かと言うと、

私は勉強っていうのを才能の一つやと思っ

ています。子どもってどこに選択肢の幅が、

才能があるかってわかってないんですよ。

いろんなことを経験する中で興味を持った

もの、好きになったものというのは、やは

り子どもって熱心にやるんですよね。そう

いう選択の機会を豊能町だから、豊能町に

来ればそれだけの選択の機会がふえるんだ

ということを展開していくと。当然そのか

わりに、その選択肢をふやすためにはやは

り学校という施設を使って、来ていただく

と。そのかわり施設を提供するんだから、

その月謝のほうは安くすると。それで通常、

そういう習い事には幾らかでもお金はかか

るけども、通常の義務教育費は無料にする

と。そういった本当に子どもの教育のため

になることを考えていかなければ、豊能町

の未来というのはなかなか難しいんじゃな

いかなっていうふうに考えています。きの

うの川上議員の質問でもありましたけど、

学校での営利事業は現状では難しいでしょ

うというのは、前も知っているんです。僕

も当然最初に提案していますから、難しい

のは知っています。そしたらどうしたらい

いかって考えると、やはり統廃合をしてあ

いたところを、まず教育財産から普通財産

にします。そしてやはりこういったことを

するっていうことで、特区申請もしなくて

はいけないと思います。やはり特区という
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のはなかなか獲得することはできませんけ

ども、国が実験的にでもこれはしたいんだ

というふうに思わせるようなコンセプトを

持っていけば、可能性というのはゼロじゃ

ないと思っているんですね。医療費の無料

というものをどうこう言う方もおられます

けども、それも一環なんですよ。それぐら

いして子どもたちの子育てを支援するって

いう日本全体の流れなんです。だから近隣

でもいろいろと拡大の方向に行っているん

ですよ。全体のコンセプトがなかったら、

それだけを見たら大した効果はないという

ふうに安直に言われますけど、そういった

ことでもしないと日本の少子化ってとまら

ないんですよ。だからそれぐらいのことを、

やはり豊能町から率先してしていく。１０

年ぐらいそれだけ投資して、人を呼び込ん

で、それで税金がふえて、そういう流れを、

いい流れをつくっていかないと、なかなか

今の閉塞感というのは打開することが難し

いんじゃないかなというふうに思います。

でもそういうことをする上で、私が先ほど

ばらまきというのは嫌いと言ったのの一つ

は、どうもお金をあげるから、何かしてあ

げるから。町長もおっしゃっていましたよ

ね、行政が何かするっていうんじゃなくて、

それで来てもらったって、メリットがなく

なったらすぐ出ていくんですよ。そうじゃ

なくて、豊能町の教育を受けさせたいから

ここに来たい。そういうふうに思えるぐら

いの教育システムをつくるんですよ。今の

教育制度のまま、そのままやっていたら、

そんな魅力あるものはできませんよ。それ

をつくって、そうすれば近くに高齢者がい

っぱいいようが、子どものためにだったら

そこに住むよという人が絶対ふえるんです

よ。子どもの学校のために引っ越す人って

結構いますからね。いい学校に行ったら、

そこの近くに行くという人は結構いはりま

すから。だから、そういうふうにビジョン

を持って、やはり投資していくっていうこ

とが非常に重要になると思います。そうい

うことをすれば、シティープロモーション

なんてお金をかけてちまちまプロモーショ

ンしなくても、いろんなところが飛びつい

てどんどん宣伝してくれます。画期的なと

ころ、先日武雄市に行きましたけど、ほっ

といたって来るんですよ。画期的なことを

していたら、すごく活性化しているんだっ

たら、ほっといたって回りが寄って来る。

そういった企画をどんどん打っていかない

と、なかなか今検討しています、今どうい

ったことをできるか考えていますじゃなか

なか未来は開けないと思いますので、ぜひ

ともそういうふうに基金をためるというの

も大事ですけど、やはり人口をふやしてい

かないと、豊能町の将来は絶対あり得ませ

んので、そういったことを考えていただき

たいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  永並議員、私の目を見ながら質問なさっ

ていたので、思わず手を挙げてしまいまし

た。 

  まちづくり全般についての中で教育、こ

れは非常に大事かというふうに思います。

今産経リビングと契約を結んでおりまして、

シティープロモーションプランを策定中で

ございます。プランを策定するに当たって、

一度試行という格好で、産経リビングの幼

稚園の保護者向けのフリーペーパーと、都

心のＯＬ向けのフリーペーパー。２つある

んですけど、この２つのフリーペーパーを

使いまして、今まさに永並議員のおっしゃ

った子育ての環境、教育の環境、また防犯

上の安全性、これらを知らしめるといいま
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すか、お知らせするようなフリーペーパー

を配ってみました。効果があったか、なか

ったか実はまだ分析できていませんが、そ

ういうものを通じて教育の環境、子育ての

環境についてはＰＲをしていきたいという

ふうに思っておりますし、今後ともその方

向に向けて力は入れてまいりたいというふ

うに思います。町長も教育力日本一という

ようなことを打ち出しておられますし、そ

れに沿った予算編成はしていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも、そこが鍵だと思います。そこ

にお金を突っ込んで、若い人を呼び込めな

かったら、今は何かある税金を細々と減ら

して生きながらえているというようにしか

見えないんですね。いろんなとこに、お金

をかかるとこを縮小して、縮小して。そう

じゃなくて、もっと来たいというまちにし

ていくっていうことが非常に重要だと思い

ますので、ぜひ考えていただきたいと思い

ます。 

  続きまして、先日避難所開設訓練が行わ

れたということですけども、お疲れさまで

した。私が聞くのは、避難所運営マニュア

ルというものは、豊能町のガイドライン的

なマニュアルをつくって、避難所ごとに作

成していくという方向で理解してよろしい

ですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひともその町のガイドライン的なもの

をつくってください。新光風台でも私、自

主防災のメンバーに入っていますけども、

やはり避難所って１つの自治会だけで運営

するもんじゃないですよね。やはり学校も

入って、新光風台近辺であったら光風台も

一緒にとか、そういうふうにほかの団体も

入って考えないと、協議会をつくって考え

ないといけないので、ぜひともそれを考え

るためにはまず町のガイドラインというの

が重要だと思いますので、ぜひともよろし

くお願いします。 

  それともう一点は、１２月議会で大阪府

の指導や研修の資料には、避難準備警報の

段階で避難所を開設するとなっていました

が、豊能町では独自に判断するというふう

に答弁されていました。もしそうなら、な

おさら早急に、大阪府はこうだけど豊能町

はこういうふうに考えているよということ

を、明確な基準と理由をつくって示す必要

があると思います。そうしないと、来年度

も自主防災の方たちはいろんなとこへ研修

に行って、そういうものを学んでくるわけ

ですね。それが必要だと思いますけども、

それについてはいかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  国においては、避難準備情報という言い

方が非常に理解されにくいというようなこ

とで、避難準備情報が高齢者避難開始でし

たっけ、たしかそんな名前に変わったとい

うようなことで。避難指示も避難指示緊急

化、そんな言い方やったと思うんですけど、

言い方が変わってきております。その名前

のとおり、避難するには支援が必要な方々、

こういう方々が避難を開始するのが避難準

備情報という位置づけでございますので、
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避難準備情報を出した折には、避難を開始

していただきたいわけでございます。ただ

その避難所をあける、あけないについては、

それはまた別の観点で進めていきたいと思

っておりまして、そのマニュアルを作成す

るときガイドラインにつきましても今の御

指摘のことを頭に入れてやっていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  そうなんですよ。２８年１２月２６日付

で、避難準備情報というのが今、部長がお

っしゃったように避難準備と高齢者等避難

開始警報に変わってるんですよね。つまり

今までは避難準備情報というのは、高齢者

の中を理解する上で、高齢者の避難が困難

な方は避難してくださいだったのが、もう

警報の名前が避難を開始してくださいって

なってるんですよ。そしたらその警報が流

れると、もう避難せなあかんっていうふう

な理解になっちゃいますよね。ですからそ

こら辺の基準というものを、これが広まる

前に豊能町ではこうなんですよと。豊能町

では私も実際に自主防災をやって、やっぱ

り大雨のときに警報が出ることが多いです

よね。大雨のときにわざわざ外に出て、本

当に避難所に行くことがいいのかっていう

ことを考えると、家にいるっていう選択肢

も非常に重要だと思うんですよ。わざわざ

そこから体育館みたいなだだっ広い、寒い

とこに行くよりも、近くの仮避難所、一時

避難所みたいなものをつくって、そういう

ふうにつくって運営していくほうが現実的

じゃないのかなっていう感じもすごく受け

てるので、豊能町独自の判断基準をつくる

っていうのはいいことだと思うのでね。そ

れはぜひとも早急につくっていただきたい

と思いますけど、いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  避難所の運営マニュアルにつきましては、

平成２９年度中に策定したいということで

今取り組みを進めておりまして。それに当

たりましては、御指摘の自主防災組織、こ

の方々と一緒につくっていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  よろしくお願いします。 

  続きまして、ふるさと納税についてです

けども。まず９月のとき、聞いたときに、

今は昨年度より減っているという残念な情

報、現状があったんですけど、現状、昨年

度と比較してどういう状況になっているか、

お聞かせいただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  １２月末現在の今年度の寄附件数は７９

２件でございまして、寄附の金額は1,２８

４万円というふうになっております。昨年

度の同時期と比較いたしますと、右近の関

係は除きましてですけども、３０９件増加、

金額にしますと３６８万円増加しておりま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  一方、ふるさと納税を豊能町でされる方

もおられますよね。された分というものは、

豊能町の税収が減るわけですけども、この

減った分というのはどれぐらいでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  以前試算をしてみたことがございまして、

ちょっと今手元に数字はございませんけど

も、豊能町の方がよそに寄附をなさってい

るということを差し引いても、豊能町の場

合は黒字という結果でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  私も別に豊能町の税収を下げるつもりで

はないですけども、いろんなとこ、どんな

とこがあるかなと思って、しようといろい

ろ探してみたんですよ。物が欲しいという

よりも、どっちかというとソフト的な事業

でどんなことをしているかなと。そこに寄

附して行ってみようかなとも思ったりもし

たんですけど、結局数が多過ぎて行けてな

いですけど、北海道で日本一若い町長とラ

ンチができるよとか。そんなの別に若い男

の子を僕、見たいわけでもないので、そこ

はやめようかなと思ってるんですけど。こ

れって今ふえているのは、やはりどんどん

使いやすくなっているんですよね。利用額

もふえていますし、利用の仕方もわかりや

すくなっている。だからふえているんです

けど、やはり中身というものを常に考えて

おかないと、どんどん飽きられてしまうと

いうのがあると思います。特産品の開発と

いうのも常に重要かと思いますけど、やは

りそれってお金がかかるんですよね。それ

で、例えば池田町長と一日おつき合いでき

るとか、町長の仕事の隣でずっといると。

ランチぐらいは豊能町の特産品をたくさん

食べさせてもらえるというような、ソフト

的ななかなかやってないおもしろいってい

う事業を展開すると、これまた応募する人

がなくても、いろんな場面で取り上げられ

ると思うんですよ。こんなことを豊能町で

はしてるんですよと。ほかのところが物を

あげて、物をあげてっていうところでかな

り問題になっている部分もありますよね。

だから豊能町ではそうじゃなくて、いろん

な体験ができるというのって、今非常に貴

重だと思うんですよ。普通の機会じゃでき

ないことが、豊能町ではできるんだと。そ

れって何かお金もそんなかからない。アイ

デアだけの問題ですから、そこら辺をぜひ

とも検討していただきたいと思います。 

  これは以上です。 

  続きまして、ごみ減量化についてです。

基本的に私は有料化には反対なんですね。

有料化をしている自治体というもの幾つか

ありますけど、減量化が進まない自治体の

場合、有料化によりごみ袋を買うという意

識を持たせることにより、日々ごみに関す

る意識を高め、ごみ減量の効果も出るでし

ょう。しかし豊能町の場合、分別も減量も

進んでいます。ここ数年のＰＲっていうた

ら、水切りを一生懸命頑張りましょうとか、

紙の分別をもっと徹底しましょうとか。も

うこれってネタ切れ以外の何物でもないで

すよ。もう水切りと同じで、何か一生懸命

絞り出しているけど、これって本当に多分

減量化にはつながらないと断言できますよ。

もしそういった中でごみ袋等の有料化をし

ても、一時的に減るかもしれませんが、逆

になれてくるとふえる可能性があるんです

ね。住民の中には、こっちはお金を払って

いるんだからという意識も芽生えてきます。

もっと一番恐ろしいのは、１市３町で、可

燃ごみの量で負担金を決めていますよね。

そこでふえた場合、ごみ袋で一生懸命お金

をとったって、そこの負担金がふえてった

ら意味がないですよね。それを考えると、

やはり僕は根本的にごみ減量ということを

考えていかないといけないのかなというふ
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うに思っています。それは一つにはごみ減

量のモチベーションを高めるということが

１つあります。それともう一点は、ダイオ

キシンで有名になった豊能町だからこそ、

ごみというものと一緒にかかわって、ごみ

が出ないようなライフスタイルを考える。

これはいろんな、もう昔の生活って牛乳を

瓶で持っていったり、牛乳リターナル瓶を

使って牛乳をもらったり、小口でこれだけ

食べるんだということを、こういうふうに

ちょっとずつ盛ってもらって弁当箱方式で

持って帰るとか。そういったことをダイオ

キシンで有名になった豊能町だからこそ、

そういった取り組みでごみに向き合ってい

るということを考えていくことが重要かと

思いますけども、お考えをお聞かせいただ

けますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今議員御指摘のリターナル瓶の活用とい

うことでございますけれども、この間第二

次のごみ処理基本計画を策定する間で、ご

み減量化の推進委員会の中でいろいろと御

議論をいただいたところでございます。リ

ターナル瓶につきましても、リターナル瓶

自身が非常に減ってきておる中、５年間で

３分の２まで減っているというような状況。

それからその中で５５％がビール瓶だとい

うような状況もあって、本当にリターナル

瓶を使っていくとか、それを使用していく

ことを推奨するのがいいのかどうかってい

うような議論にもなりました。その中で、

一定出てきた答えといたしましては、例え

ば学校の牛乳は、今小学校というのはまだ

瓶の牛乳を使っておりますし、業者さんな

んかでは、そういうリターナル瓶を利用し

たビール瓶を使っておられますし、飲料も

使っておられるというふうなこともござい

ます。ですから全体的に考えて、やはりリ

ターナル瓶というのは一つの減量効果があ

るということで、次期計画にも載せていた

だいたところでございます。 

  ただ、事業者側の意見といたしましては、

ほぼリターナル瓶を持ってこられるお客さ

んはおられませんというようなこともござ

いますので今後、次期計画にもリターナル

瓶の推奨を掲げておりますので、そこをど

のようにして皆さんへ宣伝していくか、そ

こはちょっと一つ工夫が要るなというふう

に考えておりますけれども、取り組んでは

まいります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひともそういったおもしろい取り組み

というか、町全体でごみっていったら何か

もう嫌なものだというんじゃなくて、ごみ

を中心にいろんな、起爆剤になるような取

り組みというものを考えていただきたいと

思います。 

  続きまして、教育費についてへ移りたい

と思います。まず選挙権について、１８歳

になるわけなんですけれども、豊能町では

高校は、よく高校で模擬選挙をしている風

景は出ますけど、豊能町は高校がありませ

んね。中学段階で何かされるおつもりはな

いのか、お聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  学習指導要領の中に公民的分野、特に中

学において、１８歳選挙権になったという

ことで。選挙に関する学習があるんですが、

そこは近年、教科書会社のほうも変わって

きておりまして、若干量がふえてきて、参
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加型であるとか、体験型のような教材に変

わってきております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ちょうど参議院がことしで５月２０日か

何かに７０周年を迎えるんですよ。それで

記念事業で子ども国会とかいろいろやって

いるんですね。羽曳野の小学校ではそれで

模擬国会みたいな議案を提出して、投票し

てとか、実際に参議院の札を使ってやった

りもしてるんですよ。やっぱりそういう取

り組みというものを積極的にとってくる。

それで記念事業としてやっていくことが重

要だと思うんですね。豊能町でも町議会議

員選挙もありますし、各種選挙もあるので、

ぜひともその高校に行かない方も少ないけ

どおられますよね。やはり中学段階でもそ

ういった意識づけが非常に重要だと思うん

で、検討のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

  続いて先生の資質についてなんですけど

も、これは学問の本質を理解して教えてい

るのかということなんですね。まずちょっ

と前にネットやテレビ番組で話題になった

んですけども、ある子どもが数学で体積と

いうのは教科書には縦、横、高さで求める

ようにしていますけど、この順番を変えて

答えて減点されたとか。それとか3.１足す4.

９は８なんですが、8.０と書いて減点され

たとか。ということが話題になっていたん

ですよ。豊能町にはそういう先生がいない

かということをまず確認させてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  指導の中ではそういうことがございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕はあってはぐあいが悪いと思ってるん

ですよ。体積で本質というのはそこなんで

すね。体積を答える問題で重要なのは、ど

う掛けても体積というのは変わらないです

よって数学の本質なんですよ。そこを理解

していくと、そういうところで減点される

と、非常にぐあいが悪い。そして８も8.０

も基本的に数字的には同じなんです。それ

を減点してしまうと、ゼロの概念というこ

とを理解されてないということになってし

まうんですね。やはり教科書に載っている

からといって、そのまま答えることが正解

で、それ以外は減点という、教える側の変

な解釈というのはやはりそこは指導して、

統一していくということが非常に重要にな

るかと思いますけれども、そこら辺の指導

は徹底していただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  算数の中では、系統性というものがござ

いまして。子どもたちがどのように算数の

中での概念をかち取っていくっていうか、

学んでいくかっていうのはとても大事にさ

れておりまして。その辺をとても研究され

て、教科書などができていると思っており

ます。その中で、今の縦×横×高さですか。

これは私の中では将来中学へ行きますと、

底面積×高さというふうな体積の概念にな

ってきます。その中では、縦×横というの

が底面積をあらわすことになっておりまし

て、そういうことを意識した上での小学校

の算数の教科書のつくり方であろうと思っ

ております。小数のゼロなんですけども、

小数というものを習いましたときに、子ど

もたちは整数と小数の違いって何なんだと
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いう話に入ります。それは、整数をより細

かくした、１０等分した１つが0.１である

という獲得をしまして、将来議員が言われ

ました4.１足す3.９でしたら8.０という筆

算の形は出てくるんですが、小学校におき

ましては８と8.０は一緒だと。整数だとい

うことを教えます。その中で8.０の０は何

っていうことになるんですけども、小学校

におきましては空位の０っていうんですか

ね。例えば１というのは０１と書いても１

なんですよね。００１と書いてもゼロ。そ

れは大人やったら当然で、ほんで8.０００

と書いても８なんです。その０というのが

必要でない０は書かないというルールで最

初指導していきます。その中で、8.０の０

はもうここの小数の０は要らないと。ただ

１０と書いたときの０というのは１という

のが何の位であるかがわからないといけな

いので、０であっても書かないといけない

０になるという。０の違いなんですよね。

それは０の概念じゃなくて、数の大きさを

表すという。それがやはり数学の世界にな

りますと、有効桁数ですか、有効数字とい

う概念を習いますと、その中に8.０の０が

持つ意味というのを子どもは獲得して、０

を書かなければいけない０があるんだなと

いうことを理解していくという。そういう

ふうな系統の中で、小学校の教科書がある

ので、例えば低学年の中でそういうことも

あるからと。それは教科書をつくっておら

れる系統性の話かなと思っております。長

くなって済みません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  本質というのはそこじゃないんですよ。

体積であったら掛けて、それを疑問に持っ

ている子が一番重要なのは間違って、なぜ

間違ったかがわからないからネットに上げ

てるというとこなんです。そこをしっかり

先生が指導できてないわけですよね。そこ

でこうだからっていうことを明確に指導で

きたら、誰も疑問として挙げてこないんで

すよね。やはりこういった問題というのは、

やはり非常に意見は分かれますけども、一

応フィールズ賞というのがあるんですね。

ノーベル賞、数学のノーベル賞なんですけ

ど、それよりも難しい４年に１回しか受賞

者を決めることがないですけど、日本では

３人の方が受賞されているんですけど、そ

のお一人がやはり本質というものは掛けて

も変わらないと。そういうことをおっしゃ

っていますので、やはりそこを徹底した上

で家庭の中で教えていくのはいいですけど、

そこの理解っていうものはやはり教員の方

に確認はしていただきたい。そういうのは

しっかりそこをもって指導のほうをお願い

したいと思います。 

  やはり間違ったときに説明できる、そこ

は教師の指導力の問題だと思います。先日

新谷教育長が先生の授業力を上げることが

重要ということを昨日もおっしゃっていま

した。私も同感であります。何回か言って

いますけど、当たり前のように聞き流して

しまいますけども、誰々先生のおかげで英

語が好きになった。誰々先生のおかげで算

数が得意になった。これがあるんですよね。

当たり前かもしれないけど、僕はこれって

すごい問題だと思うんですよ。先生によっ

て、科目が好きになるし。私も経験から言

うと、高校の化学の先生のおかげで化学を

好きになった、物理の先生のおかげで物理

が大嫌いになった。中学の英語の先生のお

かげで英語好きになったし、世界史の先生

のおかげで世界史が嫌いになった。先生の

影響ってすごくでかいんですよ。やはりそ

れだけ授業力というものは非常に上げてい

ただかないといけない。同じように興味を
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持つ授業というものを展開していってもら

う必要があると思います。そこで、教え方

は違いがあっても、教え方を学んでいただ

きたいというとこなんですけど。そこで引

き続き先生の研修方法についてお聞きしま

すけど。どうしても公立の先生というのは、

公立の先生とのかかわりが多いとか、余り

私立の先生とかかわってないなという印象

もあったり。塾や予備校の先生の方とはか

かわってないという印象があるんですけど

も、この点はいかがですか。研修の中でそ

ういった交流というものは深まっています

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  教育委員会が研修を実施しますので、今

議員の言われるように公立の学校の教員で

の中での研修はとても多うございます。 

  ただ、近年いろんなやっぱり私立の学校、

私たちが大学の先生が１つ、なるんですけ

ども、いろんなところで研究が進んでおり

ますので、今本校におきましても、私立の

学校の先生に授業を見ていただいて、指導

していただく学校も今あります。近所には

国立もありますので、附属小中学校のほう

に教員の研修をお願いして、そちらのほう

でお願いしていただくこともございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  特に塾や学校、塾とか予備校のかかわり

って非常に少ないと思うんですよ。でもや

っぱり私も両方に通いましたけども、わか

りやすいのはわかりやすい。何か集中力が

切れそうなときに、ちょっとした関連した

雑談を入れたりして、ぐっと引きつけるよ

うな、そういうテクニックって非常にある

と思うんですよ。やはりこう見てもらうっ

ていうんじゃなくて、実際に生でその指導

を見てみる。別に学生とまじってでも見て

いてもいいと思うんですよ。そういった費

用を一部負担、研修費用として、そういっ

た研修の機会があってもいいのかなという

ふうに思うんですね。やはりそういうふう

に、常に教育って正解はないので、教え方

にどういうふうにおもしろい教え方を、興

味を持った教え方をっていうのを、常に向

上させるという意識が教員の方に非常に求

められると思います。だからそういった環

境を研修の中でもつくっていただきたいと

いうふうに思っています。 

  一点授業力を上げる１つの提案というこ

とになりますけども。私はもう一つちょっ

といつも思っているのが、先生になってま

だ学校の先生の場合は大学を卒業したらす

ぐに担任を持つんですよね。それでよく入

学式で聞くのは私も教師１年目です。子ど

もたちと一緒に成長しますっていうことを

おっしゃるんです。僕、非常に嫌なんです

よね。先生の練習のための子どもじゃない

んですよ。ある程度のレベルを持った人に

やはり教えてもらう、教えるというのが普

通なのかなと。民間企業で、担当を持つっ

て言ったら、最低３年ぐらいかかるんです

よ。それもずっと上司とつきっきりで行っ

て、相手のことがわかるようになって、そ

れでようやく一人でやってみるかで持つこ

とができるんです。それでも最初のうちは

大口の顧客って持たせてもらえないです。

何かあったとき困るから。損害が出るから。

でも先生はすぐ大事な企業で、お客さんの

子どもを預かるんですよね。やはり僕、そ

の制度っていうの、制度上仕方ないのかも

しれないけど、非常にいつも疑問に思って

まして。やはりそこで、豊能町では例えば

退職した先生にマンツーマンでずっと見て
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もらうとか。５年ぐらいの生徒にね。それ

で、いろんなところで、ここはこうですよ

とか、こういった問題のときはこういう指

導をしたほうがいいですよとか。それで、

そしたらよく先生でも精神的に追い詰めら

れて休んだりという先生もおられますよね。

相談する人が近くにいれば、そういったこ

とも解消されるのかなと。授業で、こうい

うところでちょっと教え方に問題があった

ら、こういうふうにしたらいいんだよとい

う助言をもらえるかなとか。そこは当然単

費にはなると思います。でもやはり一人当

たり数１００万というのはかかってくるか

もしれません。でもそれぐらいの費用とい

うものは持つ価値があると思うんですよね。

そしたら豊能町の教育って、誰が見ても上

がっていくっていうふうに思うわけなんで

すけども、町長、そこにお金を突っ込まな

いといけないんですよ。ちょっとした教育

のまち豊能っていって、日本一を目指そう

と思ったら、そういった現在の教育では補

い切れてないところってあるんですよね。

そこにはやっぱりお金っていうものを突っ

込まないと、今、一生懸命教育委員会がお

金のない中で、加配、加配とかやっている

んですけど、やっぱり限界があるんですよ

ね。そしたらそこにはやはりお金を突っ込

んで、人を配置するということがやはり特

に若い先生、年老いた先生にアドバイスを

してもなかなか受け入れないので、若い先

生のうちにそういった機会を設けるという

ことが後々のためにもつながるしと思うん

ですけども、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  今、議員御質問の件でございますけれど

も、現在平成２９年度を初めとして、今学

校の学力向上プランというものをつくって

おります。その中には、学習指導員という

ことで、先生方の指導をしていただくＯＢ

の先生方をチームとして今考えております。

そのチームの先生方は、学校長と相談して

いただいて、特に今御指摘いただいた若年

の先生方、あるいは講師の先生方、経験が

まだ不足している先生方に対して、年間を

通じてそういう形でフォローしていこうと、

これは町単費で行っていこうということで、

今予算化をお願いしておるところでござい

ます。そういう授業を通じまして、今御質

問いただいた先生方の資質向上について、

ぜひ力を掲げていきたいなと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも先生って、多分今、大幅に退職

者の先生って多いと思うんですよ。そした

らそういった方にやはり一番は先生のスキ

ルを後輩に残していくとか、非常に重要な

ので。でもそういった制度ってなかなか確

立されてないですよね。だからやはり再任

用でどこかの館長、どこかでちょっとやる

んじゃなくて、やはり先生の一番のノウハ

ウというのは授業力だと思ってますので、

だからそこを生かせるように、人材の活用

ってものを行っていただきたいと思います。 

  続きまして、公民館活動について質問さ

せていただきます。ある高齢者があるスポ

ーツがしたいと言って、知り合いのところ

に入ろうとしたんですけど、うちのところ

は仲間内だけでやっているから無理ですと

いうような感じになったんですよね。それ

で常に新規募集をしているとこに入ったわ

けなんですけど。豊能町っていうのは公民

館活動が盛んということをよく言われます

けど、常に新規募集をしているような団体
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というのは、その中でどれぐらいあるので

しょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  本町に新規募集というんですかね、され

ている団体というの西公民館のほうでは１

２５団体。中央公民館のほうでは１５団体

ということで。活動されている団体の半数

近くがそういうふうに募集されております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはり団体とそういう常に新規募集をし

て拡大している団体っていったら、やはり

医療費にも貢献しているだろうし、そうい

うふうに出にくい高齢者とかを出す一助に

もなっていると思うので。やはりその一律

に減免とか補助というものを廃止している

状況ですけども、やはりそこら辺は若干の

差別化があってもいいのかなと。そういっ

た団体とただ仲間内で、趣味で利用する団

体というのは違ってもいいのかなという思

いますので、そこら辺また学校開放でいろ

んな使用料に関しては全体を通して見直し

なさいということで議会が１回否決してい

ますよね。その直後に減免を廃止して、ち

ょっと憤慨した経緯もあるんですけどね。

やはりそういったことで、議会からも次の

消費税が上がるときにって、上がるかどう

かわかりませんけども、そこの段階でいろ

いろ使用料、それはもう体育館の無料開放

のところも含めて、やはりそういったとこ

ろも含めて全体的に見直せと言ってますの

で、ぜひともその検討というものはしてい

ただきたいと思いますけどどうですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  使用料、手数料につきましては、財政健

全化推進プランにもうたっておりましたが、

結局実現ができませんでした。このたび策

定いたしましたとよの再始動計画、これに

引き継ぐということにしておりますので、

今議員のおっしゃったとおり、次の消費税

の引き上げに合わせまして、町全体の使用

料、手数料、これは減免も含めてでござい

ますが、見直してまいりたいと思っており

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  時間も残り少ないですけど、ぎりぎりま

でやりますのでお願いします。 

  続きまして給食ですね。中学校給食につ

いてですけど、残す量が多い状況ですけど

も、それで栄養ってとれているのでしょう

かね。それでいつも残渣率が多いというこ

とを言うんですけど、そしたら毎月の対策

ってどういうことをされてきたのか。３６

５日違うメニューを出しているわけじゃな

いですよね。定期的に同じメニューが来ま

すよね。そしたら今回これだけの残渣率が

あったけども、次のときはこういったとこ

ろを変えたよとか。ちょっとした違いでも、

いろんな試みをして、ちょっとでも減らす

ような動きがあるのかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  毎日の点検ですが、それを一つ一つのメ

ニューの見直しってなかなかできておりま

せん。栄養士のほうが毎月、毎月の献立を

考えて、中学生に合うようなカロリーを考

えて、献立を作成しております。ですから
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同じものが出るというのは議員の言われる

とおり、繰り返すところもあるんですが、

そういう部分についてはあんまり、十分で

きてないかなと思います。 

  ただ、メニューを変えていくっていうん

ですかね。同じものじゃなくていうことで、

工夫は進めていこうということで。先日な

んですけども、初めてパンを出しました。

前お答えしたもの。その後すぐに子どもに

アンケートをとりまして、パンはどうやっ

たというふうに聞きますと、子どもたちの

８割がまた食べたいと、よかったというこ

とを言っていただきましたので、このよう

なことをまた今後も繰り返して、子どもた

ちとともに給食、食育って大事だよ。しっ

かり食べようねというような教育は進めて

まいりたいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりそれは、僕はもう毎月でも頻繁に

するべきやと思いますよ。ようやくやっと

パンですよ。そうじゃなくて、毎月、次に

なるときはちょっとした変化でもいいです

よ。ふりかけがあかんのやったら、今の時

期やったらイカナゴのくぎ煮とかちょっと

出して、カルシウムのほうは補えるように

するとか。せめて御飯を食べられるように

するとか、栄養価を考えた御飯のお供を出

すとか、みそ汁。何かちょっとした変化で

もして、常に状況を見ないと、僕はすごく

深刻やと思っているんですよね。一番育ち

盛りなのに、給食が残るという現状が。や

っぱりそこはそのこれだけあってパンとい

うのはちょっと、本当に残念ですわ。やは

り今回はこうした、次はここら辺をちょっ

とでも変えてみよう。もうささいなことか

もしれませんよ。でもそれをして、どうい

うふうに変化するっていうのを常に見て、

ちょっとでも上げるという努力をしていっ

ていただきたいと思う。何か雰囲気を聞い

ていると、どうしても統廃合をして自校方

式にしないとなかなか少なくはならないん

じゃないかっていうふうな感じもするんで

すよ。やはりもうそれやったら、そうじゃ

なくて、今の子どもたちにも何とか食べて

もらえるような、現状でもそういう前向き

な取り組みというのが非常に重要だと思い

ますのでね。ぜひともよろしくお願いしま

す。 

  それでちらっと統廃合のことを言いまし

たけど、小中一貫校はどんな現状ですかね。

過去に一年、２３年度の答申を２７年度に

１年かけてやって、前の教育長が醸成か何

かやってっていうこと。それで同じことを

検討されて、議員の多くからそれは無駄じ

ゃないかっていう、１年無駄にしたってい

うことを指摘されていましたよ。それで今

年度何かちょっとでも変えようという動き、

進めるほうに動いていると思います。その

現状を最後にお聞きしたいと思いますので、

ぜひともよろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  昨年３月に答申をいただきまして、それ

を一つ参考にしながら、まずはソフト面を

重視ということをいただいておりましたの

で、６月に豊能町、保、幼、小中一貫教育

推進担当者会というものを発足させまして、

一貫教育の効果の方法、あるいは目指す子

ども像を共有して、定期的に会合を開いて

おりました。夏にはその会合の全体会、西

地区と東地区、それぞれに分かれてその成

果について共有をさせていただきました。

そしてその後、１２月に今度は全体会、町

全体として先生方がそれを持ち寄って、検
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討させていただきました。その際には９０

名の先生方が寄っていただいて熱心にして

いたというふうな報告をしております。今

後ともさまざまな研修を行うとともに、先

進校の見学等も実際させていただいており

ます。そういうことで、ソフト面の充実を

図るということで、その目標に向かって現

在進んでおります。 

  以上でございます。 

○８番（永並 啓君） 

  ありがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に橋本謙司議員を指名いたします。入

れかえてください。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ４番イノベーションとよのの橋本です。

今議会最後の質問となりますので、理事者

の皆さんにははっきりとわかりやすい、前

向きな答弁をお願いしたいと思います。 

  まず冒頭私ごとではございますけども、

先月の２月末で２７年間勤めた企業を退職

しました。今後は今まで以上に議員として、

住民として、豊能町のため子どもたちのた

めに頑張ってまいる所存です。行政の皆さ

んにもぜひとも高い志で行政運営に臨んで

いただいて、豊能町のために尽力いただく

ことを切望しております。よろしくお願い

します。 

  それでは質問に入りたいと思います。ま

ず最初に本町の交通網について質問いたし

ます。昨年の９月議会で質問させていただ

いたとき、阪急バス北大阪ネオポリス線の

千堤寺口での乗り継ぎについて、内田部長

から千堤寺口で乗り継がずに余野終点便を

希望ヶ丘を終点にするよう実験的に運行で

きないか、阪急バスに提案中ですという答

弁をいただきました。その後の交渉状況に

ついてお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  忍頂寺回りの茨木線につきまして、余野

終点を希望ヶ丘までということにつきまし

ては、これは阪急バスとも勉強会というよ

うなテーブルを持っておりまして、そこで

要望、提起をしてきたところでございます。

これはまだ検討段階ということで正式な回

答はいただいておりませんが、一方で東能

勢線の池田発牧行きのバスが、牧を折り返

しまして希望ヶ丘を終点とするというもの

が夕方４時半の便からですけども、そこか

ら最終便まで４便あるんですけど、その便

が池田発牧経由希望ヶ丘行きとこういうふ

うになりましたので、千堤寺口でおりなく

て、茨木方面の方々は余野まで乗っていた

だくと、余野でその千里中央行きに乗って

いただけるということで。乗りかえの時間

は若干数分必要なんでございますけども、

最終便の１便は無理なんですが、それ以外

については余野で乗りかえて、希望ヶ丘に

帰っていただけるというように改善されて

おります。ただこれまでも申し上げており

ました茨木線を希望ヶ丘まで延伸、これも

引き続き要望は続けていきたいと思ってお

ります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりなかなかこれ、全体的なバラン

スを考えると難しい話というのは十分わか

ってます。ただ朝の箕面トンネル経由便の

影響もあって、茨木側への交通が不便にな

っているという件も実際あります。ただ、

当然茨木方面へ通学、通勤されてる方もお

られるので、ぜひともその辺については今

後なかなか難しいということは十分認識は
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していますけども、諦めずに交渉を進めて

いただきたいというように思いますので、

よろしくお願いします。 

  それでは次に、財政健全化についての質

問に移りたいと思います。一つ目のふれあ

い文化センターと老人憩いの家の統合につ

いてということで、これについては財政健

全化推進プランには統合の方針で示されて

いました。先般全員協議会でもらった資料

においては、とよの再始動計画に引き継ぐ

ということになっています。ホームページ

を見せてもらうと、議事録を見ると、今年

度に入りふれあい文化センターの運営委員

会というのが５月３０日に一度開催された

のみではないかというように思うんですけ

ども、現状の進捗についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  御質問にお答えいたします。 

  確かに平成２８年５月に平成２８年度中

には１回だけを持ちました。それは議事録

にも載せておりますけれども、町としては

地元に有効活用していただきたい。地元に

預けた以上、議案を預けるといいますか、

その軸を預けているものですから、地元の

ほうでは意思形成にかなりの時間を要する

ということでありましたので、町としては

最終的なおしりの部分、期限は切ったけれ

ども、あとはそれに間に合うように地元の

ほうの意思形成を得ました後、私どものほ

うに予算計上の件はありますけども、それ

までに意思決定を伝えていただきたいとい

うことなので、今は開店休業といいますか、

一旦は地元にげたを預けておる状態という

ことでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  それであれば、この議事録によると、３

年先、平成３１年３月に無償譲渡するとい

う方針は変わらないと。またそれにかかわ

る老人憩の家の改修限度額は５００万円や

ということは変わらへんということは、そ

のままとよの再始動計画についても、その

方向で検討されていくということでよろし

いですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおりでございます。ただ

議事録にはふれあい文化センターに統合す

る。または老人憩の家、地元の意見により

ましては、老人憩の家のほうにも統合する

というふうな、非常にやわらかな案といい

ますか、多岐にわたる案を提示しておりま

して、そのことについて地元のほうから意

思決定がなされ、私どものほうはそれを受

けとめるということでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については、今までのプランから

とよの再始動計画に引き継ぐということで

すので、うやむやにならんようにだけちゃ

んとしておいてほしいというのと、あとし

っかりと地元の意見も聞きながら、より財

政効果も含めて考えながら、しっかりとや

っていただきたいということでお願いをし

たいと思います。 

  次に２点目のユーベルホールの運営につ

いてお聞きしたいと思います。これも財政

健全化推進プランでは、大規模改修を先送

りするということで、実施済みということ
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になっています。これもある一定の断面を

見たら確かにそれでよかったと思うんです

けども、ただ、今後ああいうような大規模

改修かどうかは別にして、改修を全くせず

にずっとやっていくというのは、多分なか

なか難しいところがあるんじゃないかなっ

ていうふうに思うんですけども、そのあた

りを含めた今後の取り組みはどのようにし

ていくのかについてお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  現在のところ毎年4,５００万ほど経費が

かかって運営しております。ただ、今議員

の言われました点、大規模改修というのが

今回見送られてきておりまして、今後施設

を維持して使っていくとなったときには、

３億程度かかるのかなというような試算を

しております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については、当然担当部署におい

ては、よりしっかりと使えるためにサービ

スを提供するという意味では早急に改修し

たいというのが多分あるだろうというよう

に思いますけども。当然一方では財政的な

面もあるので、今後そのあたりについてど

のように考えているのか、内田さんにお聞

きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議会で説明を、今はパブコメ中ですけど

も、公共施設等総合管理計画もございます

し、その中で３０年後に大規模改修が必要

ということで、ユーベルホールは平成３３

年度が大規模改修の年に当たるということ

です。これは軀体についてとか、設備につ

いてでございましょうが、ただユーベルホ

ールは特殊な音響設備とか、照明設備、舞

台装置がございます。これについては既に

耐用年数が過ぎているというふうに聞いて

おりまして、それが今、教育次長が答弁し

た３億円かなというふうに思います。それ

らにつきましては、総合的に判断する必要

があろうかというふうに思いますけども、

個別の計画、これから施設ごとに立ててま

いりますので、その中で具体的にいつごろ

こういうことが必要ということは、打ち出

していきたいと思っておりますけども、ユ

ーベルホールのあり方については教育委員

会、町長を交えて検討していきたいと思っ

ています。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、私は何度も、この議会の場でも友

の会をつくったらどうやとか、ユーベルを

維持するに当たっての寄附金制度を設けた

らどうやという話を提案してきましたけど

も、なかなかこれ、一向に進まないような

状況。池田町長においては、前回の町長の

ときにある程度その辺の枝も含めてユーベ

ルを閉めることも当然検討していかないと

あかんというようなことをおっしゃってい

ただいた。それは多分ある程度今後の豊能

町の先を見たときにはそういうようなこと

も決断していかないとあかんということで

おっしゃっていただいたと思うんやけども。

その辺で当時閉めたらあかんという署名も

相当数集まったということも踏まえて、そ

のあたりも考えた上で、私はその友の会を

つくりながらその反対した方々にもそうい

うサポートを、金銭的なことも含めてやっ
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ぱりしてもらうほうがより長く継続して運

営できるんじゃないのかというふうに申し

上げたんですけども、そのあたりなぜでき

ないのかということも含めてお答えいただ

けますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  ユーベルのほうでも館長を置いて、この

ような方針を出した中では友の会というも

のも検討してまいりました。ただ、町の主

催事業が余り、月１回ぐらいですかね、１

０回程度と、ロビーコンサートが年間何回

とかいう程度の回数の実施におきましては、

友の会をつくったところで、友の会の方に

メリットになることが余りないと。という

ことで、友の会制度というのが有効ではな

いなという判断のもと、現在までまだ実施

できておりません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  前館長に話したときもそういうふうに言

うてはりましたよ。けどね、じゃなくて、

やけど、さっきの３億円もかけてやらない

とあかんような今後、将来も存続させよう

と思うたらそういうようなことになってる

んでしょう。であれば、それはメリットが

与えられるかどうかってこともあるけども、

そのあたりそういう、今ユーベルがそうい

う状況なんだということも含めて、しっか

り理解いただいて、協力をしてもらうよう

なスタンスってやっぱり示すべきやと思う

んですよね。それが例えば友の会へ入って

いただくのに、幾らもらうか。それに対し

てどれだけのメリットが享受できるかって

ことは当然あるけども。だからできへんと

いうのは、余りにも後ろ向きちゃうかなと

いうふうに思うんですよね。それが逆に本

当に存続をさせてほしいという担当部署の

思いなのかと。僕が内田さんの立場やった

ら言いますよ。おまえら何をやんねやと。

やっぱりそれがしっかりと、存続させてほ

しいっていう部局の立場とすればこういう

こともやります、こういうこともやります。

だからお願いしたいということを本来見せ

るべきじゃないかっていうふうに思います

けども、いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  本町の規模を考えますと、ユーベルホー

ルを町が主催して活性化をしてにぎやかに

して、本当に広めていくのはなかなか、方

向としては違うのでないかなというふうに、

今教育委員会の中では思っております。今

後は住民の方が、例えば自分たちの発表の

場であるとか、活用していく場であるとか、

そういう場としてのホールという方向を模

索していきたいなということで。立派な舞

台でことをしていただこうと思いましたら、

施設にとてもお金がかかって修理をしてい

かねばいけませんけども。そうじゃなくて、

住民の方が使っていただけるようなホール

としての運営がこれからの方向ではないか

なということを今、内部では検討しておる

ところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  そこは費用対効果の話もあるから、そう

いうことでしようとするのも一つかもわか

りません。その辺については、だから当然

行政側、理事者も実際の財政担当部署もそ

うやし、教育委員会のほうもそうやけども、
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やっぱりその辺、ユーベルをどういうふう

な活用していくんだということも含めてし

っかりと方針を示した上でやらないとあか

んと思うので、それをしっかりと議論いた

だきたいなというように思ってます。一方

で、寄附金制度の話。だから当然、内田部

長がそんな逆に何も特産品というか、プレ

ゼントの還元もなかったらそんなしてくれ

る人いまへんでって話を言うてはりました

けども、これについてその税制控除がある

なしだけでも、やっぱりその、するかせえ

へんかって多分ちゃうと思うんですよね。

その辺も含めてやってみる価値というのは

十分あるんじゃないかなというように思う

んですけど。やっぱりできませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ふるさと寄附の窓口は我々のほうでやっ

ております。ただ何について枠を設けるか

については原課からの提案ということで受

けておるわけでございまして。ユーベルホ

ールに限定したふるさと寄附、これを設け

ることは可能であろうというふうに思いま

すが。これは私の個人的な考えかもわかり

ませんけども、そのイベント、これこれこ

ういうことをするからということで寄附を

集めたほうが集めやすいのではないかとい

うふうに思っておりまして。そのランニン

グコストに水道代、電気代にというような

その舞台の委託料にとか、そのようなこと

に使うのはふるさと寄附ではないのかなと

いうようなイメージを持っておりますが。

それについては原課から提案があれば、政

策会議、部長会で諮っていきたいと思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  ユーベルの課題はやっぱり施設の改修と、

また備品等の買いかえ等のことやと思いま

す。その辺をちょっと意見は違うんですけ

れども、そういうものに対しての目標額を

設定して、改修を行っていくっていうのも

一つの案かなというふうに今検討してるん

ですが。まだ町部局のほうと十分相談でき

ずに、まだ実施できておりませんが、議員

の御提案のふるさと寄附を活用してのユー

ベルの活性化というのは大切かなというふ

うに考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これは僕、きのう言うたんちゃいますね

ん。相当前から言っている。遅過ぎますよ。

検討が長い。今こういう、町がすごくしん

どい時期になってきている。今チャンスじ

ゃないですか、ちょうど町長がかわった。

やっぱりそのときにもうどんどん矢継ぎ早

にこういうことはどうですか、どういうこ

とですか、町長がいや、ちょっと待ってく

れって言うぐらいのやっぱりあれで言わん

とあかんと思いますよ。それを多分町長は

待っていると思います、そういうの。待っ

てない。やっぱりその辺ね、町長が困るぐ

らいやってほしいと思う。それはやっぱり

住民の期待で池田さんが再度当選されたん

やから、やっぱりその辺はもっともっと池

田さんを困らすぐらいやってもらわなんと、

我々も困るし。我々も逆に池田さんを困ら

せるようにやらないとあかんなというふう

に思っているので、やっぱりしっかりとそ

の辺、めちゃくちゃ検討が必要やったらあ

れやけども、これはいろんなところでやっ

てますねん。例えばバスケットボールのま

ちのクラブを、そのバスケットボールチー
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ムを存続するための寄附とかね。それこそ

ほかのユーベルじゃないけども、そういう

文化施設を守る寄附とかね。いろんなとこ

でやっていますわ。そういうものはもっと、

さっき内田部長は担当課から上がってこな

いから検討できへんって言ってはったので、

ぜひともすぐに検討して、上げてほしいと

いうふうにだけお願いしておきたいと思い

ます。 

  次に３つ目の自転車駐車場の無人化、無

料化についてお聞きをしたいと思います。

この点については、２９年度の町政運営方

針に盛り込んでいただいているので、前向

きに検討いただけるものと受けとめておき

ますけども。その上で何点か確認をしたい

と思います。 

  まず一つ目の光風台自転車駐車場の件で

すけども、構造検討結果を適切に反映しと

いうふうに町政運営方針には書かれていま

すけども、これの意味合いはどういうこと

なのかについてお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  光風台の駐輪場につきましては、あの施

設を利用してやっていこうというふうに思

っております。しかしながら安全に利用し

ていただくためには、今は既に鉄板等も穴

があいたりしている状況でございますので、

今の台数よりももっと少なくとめられるよ

うにということで、下の鉄骨等がございま

して、どこの部分で切ったら何台ぐらいと

められるかということを精査せないかんと

いうふうに思っておりまして。どれぐらい

耐えられるか、どこで切ったら一番安全か

ということを検討していきたいということ

で、来年度の当初予算に計上させていただ

いたというところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ということでいけば今の、現状のあの場

所をそのまま使う、狭める、また補強する

ということなのかなと思いますけども。そ

もそもあそこの場所というのは、今の経過

年数も含めて考えると、安全上も含めて逆

に、やっぱり場所を変えるほうがいいんじ

ゃないかなって単純に思っていたんですけ

ども。やっぱりそこはあの場所をそのまま

何らかの対策を打って使い続けるというこ

とでよろしいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  光風台の駐輪場につきましては、駅前と

かずっといろいろと歩いていったんですけ

れども、やっぱり７０台、８０台等が置け

るようにするということになると、きちっ

とした場所が近くにないということで、や

はりあそこの場所を使うのが最適であろう

というふうに思っておりまして、できるだ

け安全な構造で維持できるようにというこ

とで検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  その辺については当然設置というか、駐

車できる、駐輪できる台数というのは確保

すべきなので、これ以上言いませんけども。

ただちょっと今、副町長はできるだけって

おっしゃいましたけども、安全はできるだ

けはありませんので、確実に。やっぱり鉄

骨がずっと高いところまで上がってきてい

る。その腐食の状況等々を考えると、その

あたりについてはやっぱり安全第一で、し



 3－62 

っかりと、使うのであればしっかりと補強

するということだけはお願いをしたいと思

います。 

  次にもう一点、ときわ台自転車駐車場の

ほうでは、能勢電鉄の敷地を活用しってい

うことでありますけども、敷地の活用につ

いてはもう能勢電鉄との交渉というのは済

んでいるということでよろしいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  ときわ台の駐輪場につきましては、能勢

電と今協議しておりますのは、駅に向かっ

て左側、ＡＴＭの後ろから能勢電の線路の

敷地までの間で造成を考えておりまして、

来年度につきましては測量設計と実施設計

についてこしらえまして、能勢電とこれか

ら協議をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  協議していただいたことについては感謝

申し上げたいなというふうに思います。 

  ただ、ちょっと一点気になったのがね、

これのコンセプトは無人化ということ。も

う一点はやっぱり無料化、利用者の負担減

ということ、もう一個は町の持ち出しを少

なくするということがもともと狙いで、

我々議会も提案というか、してきたという

経緯があると思うんですよね。ただ、今能

勢電の敷地を使うということになれば、そ

の借地料というか、いうものが発生するん

じゃないかなというふうにちょっと感じた

んですけども、そのあたりいかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  ときわ台の駐輪場については、どれだけ

の面積を借りるかということについてはま

だ能勢電と協議しておりませんけれども。

今後能勢電の土地を借りるということで、

町としては借地料を支払っていくという予

定をしておるところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりこの辺についても、当然今のと

きわ台の駅前については地下にあるのでね、

無人化をしようとすると安全面で若干不安

があるということで、地上に移動せなあか

んということは理解してます。ただその中

で、町有地以外でということになると、当

然借地料がかかってくるということになる

と、その額がどれぐらいかっていうことに

よって、実際の町の持ち出しの軽減という

ことが図れないという可能性もなきにしも

あらずと違うかなということがちょっと気

になったんです。だからその辺で当然今ま

でシルバーに払っていた人件費と、その土

地の借地料ということのその差額をしっか

りと検証しないと、やっぱりなかなか、す

るメリットそのものがあるのかどうかとい

うこともあると思うので、そのあたりにつ

いては検証というか、されてますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  駐輪場については、シルバーに８００万

以上、1,０００万ですか、差し引きで光風

台ですと８００万ぐらいのシルバーに払う

ほうが多いような状況になっております。

能勢電の敷地に借地料として借りるという

ことについても、当然お金が出るというこ

とになっております。しかしながら光風台
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についても、できるだけ無人化にできるよ

うに今どういう方法が、ほかにそういう方

法がないかということで今、能勢電鉄とも

協議しておりまして、完全に無料化、ある

いは無人化ということはなかなか難しいか

もわかりませんけれども、できるだけ経費

の軽減ということで今、能勢電と協議をし

ているということでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については安全の確保ってのは大

事ですけども、その辺の経費節減という点

でも、しっかりと検証しながら、やったけ

ど高くなったということのないようにだけ、

お願いをしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。ちょっ

と済みません。４つ目の交通教育について

はちょっと私が通告する場所を間違ってい

たので、これはちょっと教育問題のところ

でやりたいというふうに思います。 

  次に、そしたら教育問題に移りたいと思

います。教育大綱についてということで、

もう先般お示しいただきました。その中で

若干気になった点だけ確認をしたいなとい

うふうに思っています。この中で５本柱を

掲げられて、今後教育力日本一を目指すと

いうこと、これについては非常にいいこと

だなというふうには思っています。ただ、

その中で２番目の２１世紀を生き抜く確か

な学力の育成と推進というふうにあります。

この中で何個か僕は気になったものがある

ので、ちょっとそれについて質問したいと

思います。まず一つ目に、ここの中で生き

抜く確かな学力の育成と推進とありますけ

ども。ここで示す学力ということについて

は、何を示しているのかお聞きしたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  ちょっと暫時休憩。 

（午後２時２５分 休憩） 

（午後２時２７分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  よく私たちは広い意味とか狭い意味とか

言いますが、広い意味での学力ということ

で、やっぱり知識だけではなく、判断力で

あるとか思考力であるとか、学習指導要領

に述べられている人格の育成ですね。とい

う部分での学力というふうに捉えていただ

いたらと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ここに、その後に書かれている基礎的、

基本的な知識、技能と、それらを活用して

問題解決を図るための思考力、判断力、表

現力を見につけということで書かれている

ので、そういうことなのかなというふうに

思っています。確かに一番勘違いしてほし

くないのは、要は学校のテスト、勉強って

いうか、テストだけがその２１世紀を生き

抜く力やということではないということだ

けはしっかりと認識しておいてほしいなと

いうことで、あえて申し上げました。それ

は町長もよく理解はしていただいていると

いうように思ってますし、この間から繰り

返し勉強だけじゃなくて、体力、気力とい

うことを言うておられたので、それをよく

理解していただいていると思いますけども。

その辺はしっかりお願いしたいなと思って

います。ただ一点、ここで述べられている
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思考力、判断力、表現力を身につけってあ

りますけども、これって非常に難しい問題

やなというふうに感じてます。先ほども私

は申し上げたように、退職はしていました

けども、私が勤めていたときでも、例えば

いい学校を出てるから仕事がすごくできる

かっていうとそうでもない。それは何が違

うかっていうと、やっぱりそういう、ここ

に書いているような思考力と判断力、それ

をしっかりと表現できる力が備わってるか

どうかということによって違うんですよね。

だからあえて私、申し上げたのはその勉強、

テストと結果とこれは違うよということを

あえて申し上げたんですが。やっぱり教育

のまち豊能と言う以上は、そういうふうな

学校のテストの点もさることながら、それ

も大事ですけども、それ以上にやっぱり人

としてすぐれたお子さんていうか、教育を

するということをぜひともしていただきた

いと思うんですけども。ただ、その上で思

考力、判断力、表現力を身につけるために

何をするのかということが多分一番大事や

と思うんです。ここで書かれている子ども

たちが達成感を味わえる授業を行いってい

うことと、その思考力、判断力、表現力を

身につけということがイコールでは多分な

いと思うんですよね。その中で、今後こう

いうふうな思考力、判断力、表現力を身に

つけるためにどういう教育をされようとし

ているのかについて、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  やっぱり子どもたちが主体的に自分たち

から学びたいという目標を持って、その過

程を自分たちで取り組んでいくという授業

が大事かなと思っております。そういうこ

とを想定しまして、子どもが達成感を味わ

えると。自分で目標を持たないと達成感が

ありませんので、教え込まれる授業ではな

くというところの授業を狙っています。そ

の中で、子どもたちはいろんなことを模索

する中で、思考力、判断力、表現力、そう

いうことを身につけるような場面設定をし

ていく授業をつくっていきたいなと思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については、以前も紹介した京都

の東山泉という小中一貫校があって、そこ

の授業を見せてもらうと、やっぱりすごい

なって感じたのは、この間も申し上げたよ

うにピカソの絵を見て、これは何を表現し

ているかということを国語の授業でやって

るんですよ。やっぱりそれを、子どもたち

に答えを考えさせる。グループ討議をし、

子どもたちで考えさせ、ほんでみんなに発

表させる。これはこういうことですという

ことをやらせる。それってまさしく学校の

先生とも話をさせてもらったんですが、僕

が見てこういうことを感じましたって言う

と、そこの先生は、普通、先生ってプライ

ドが高いからそうちゃいます、こうですっ

て言う人が多いんですよ。あそこの先生は

みんな違って、そらもう参考になりますと。

そらそういう見方もあるんだな、改良して

いきたいと思いますというようなことを言

うてます。やっぱりそこの、もともとそう

いうディスカッションが始まる前に、先生

が自分の反省を述べられるんですよね。き

ょうはちょっと授業でこうこうこういう問

題が出たときに、私はちょっと本当は一拍

置かないあかんとこを先に答えを言ってし

まいましたと。それが反省点ですって言っ

てはったんですね。だから、本来はそこ、
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教師というものは、教えることが仕事なの

かもわからへんけども、教えるというのは

答えを教えることではないと思うですよ。

そのステップを考えさせる、要はそこでど

れだけ耐えられるかっていうのがこれから

の教師やっていうことをそこの先生は言っ

ていました。すごい人やなと思っています。

先ほども永並議員が言ったときに授業力の

こと、それは当然経験を積まれた先生がい

いっていうのもあるかもわからへん。ただ

一方では、僕はやっぱり今までの教育とは

違う切り口でもこれからやっていかんと、

多分本当の教育のまちってのはできへんの

じゃないかなというふうには感じています。

だから余計にやっぱりこれからどういうふ

うな授業をしていくのかっていうことをし

っかりともみながら、今までの延長線上で

考えるんじゃなくて、やっぱりほんまのこ

こに思考力、判断力、表現力を高めるには、

どういう授業をせなあかんのかっていうこ

とを一からやっぱり考えるということをし

ないと、今までのただ単に切り張りだけで

は、とてもやないけどこういうことは多分

求められないし、多分達成できないんじゃ

ないかなと。ひいては、その教育力日本一

というのは多分求められないと思うので、

その辺も含めてどういう授業がいいのかっ

ていうことは、やっぱり今までのことも加

味しながら、やっぱり変えるとこは変える

ということでしっかりと議論を高めていっ

ていただきたいというふうに思いますので、

この点についてはぜひともよろしくお願い

をしたいと思います。 

  次に小中一貫教育の件ですけども、これ

について進捗を既にお聞きしていますが、

これが今までずっといろんな質問が出てい

たので、特に答弁は要りません。 

  ただ違う切り口で、きのう、きょうとの

質問の中でも、ソフト面の充実ということ

に取り組んでいくということを再三答弁さ

れていました。それについては、答申を受

けてのことなので、否定はしません。ただ、

やっぱりそのソフト面の充実というのはも

ちろん必要ですけども、一方でハード面の

早急な検討っていうことと、やっぱり政治

的な判断というのは、多分どこかの断面で

しないと、現状の少子化を考えると、もう

耐えられないんじゃないかなというふうに

思ってます。これがどういう形なのか、そ

れこそ小中、豊能町で１個なのか、西、東

で小中１個１個なんか、その辺は別にして

ね、その辺についてもこのソフト面の充実

とともに、やっぱり町長もおっしゃったよ

うに、別にこれ、予算ではなくて、本当に

子どもの教育のためにはどうすればいいの

かということの検討、また最終やっぱりそ

の辺のスケジュール感というものは持って

やらないと、多分もう今子どもたちが５０

人、６０人を切っているような状況。ただ、

過去８０人しか生まれてないときでも、そ

の後の小学生の数を見ると１３０人とか４

０人、５０人ぐらい入ってきているという

現状もあるので、どこのタイミングでそれ

を判断するのかっていうのは難しいところ

ではありますけど、やっぱりそれはある程

度の議論を、もうちょっとスピード感を持

ちながら、後回しにせずに、最終どこかで

政治的な判断をするときにはこうやと言え

るようなプランニングと、ある程度の予算

見積もりというか、こともやっぱりしっか

りとやっていくべきやというふうに思いま

すけども、そのあたりについてはいかがで

すか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。 

  小中一貫教育ということで、先ほど来か
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らソフト面を充実しようということを第一

義に考えて進めてまいりました。これはた

だ答申だけのお話ということもありますけ

れども、私も先進地へ何回か行かせていた

だいて、そこの先生方のお話によると、や

はりソフト面をしっかりしておかなければ

なかなかそういうこと自体が、現実的にそ

うなったときには非常に難しい面も多々出

てくるというふうなお話も伺いました。そ

ういう意味から、ぜひソフト面ということ

で。 

  ただ、後の再配置等については、今議員

がおっしゃるようなことは十分理解をしな

がら進めてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  なかなか、やっぱりこういう面について

は政争の具になったらあかんと僕は思って

るんです。ただ、今ちょうど池田町長にか

わられて間もないということもあるので、

別に町長のうちにやってくれということじ

ゃないですけども、やっぱりその辺につい

てはときとタイミングを逸しないような形

でぜひともお願いしたいと。そこは釈迦に

説法かもわかりませんけども、その辺につ

いてはしっかりと視野に入れながら、スケ

ジュール感を持ってお願いをしたいと思い

ますので、よろしくお願いをします。 

  ちょっと教育問題はまた次回にします、

残りは。 

  一個だけ済みません。先ほど申し上げた

交通教育についてということで、これは最

終、命に別状がなくてよかったんですが、

能勢町のほうで交通事故が起きたというこ

とで、あれについては当然子どもたちにと

ったら避けて通れなかったのかもわからな

いけども、実際あのような事故が起きて、

学校のほうでどういうふうな教育をされた

のかということについてお聞きしたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  交通安全教育の徹底というのは、文部省

の時代から学校には通知がありまして、各

学校で取り組むようにということ。本町で

も歩行、それから自転車等のマナーですか。

そのルールについての学習は必ずしており

ます。 

  近年なんですけど、今亀岡の事故があっ

て以来、本町では交通安全プログラムとい

うものを作成しまして、毎年学校から交通

安全の危険箇所等で気になるところを挙げ

てくださいという一つの報告を求めており

まして、それに基づいて教育委員会が道路

管理者等々と協議しながら改善していくと

ころで、少しずつなんですけども、歩道が

ふえるとかいうようなことを実施しており

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  一点、あの事故は確かに子どもたちにと

っては不幸やったなと思ってます。ただ、

本当に避けられなかったかなと考えると、

逆に青信号でもちゃんと右左を見て渡れよ

というふうなことを多分伝えていかないと、

それは伝えておられるのかもわかりません

けど、徹底をしていかないとあかんような

今、時代になってきてるんちゃうかなとい

うのもありますのでね。それについてはぜ

ひとも学校のほうでもそういうふうな教育

を含めて、場をとらえて、今回の事故を事

例にとって見てみると、聞くところによる

と青信号で渡っていたけどもはねられたと



 3－67 

いうことなので、青信号でもやっぱりしっ

かりと左右を見て行けよというようなこと

は徹底をいただきたいなということで、ち

ょっと、あえて入れましたのでよろしくお

願いをしたいと思います。 

  次に、ちょっと順番を変えます。情報発

信についてということで、能勢町のほうで

は、新町長にかわられて、もう早速町長の

動きだとか、思いを発信されるフェイスブ

ックをもうやられてます。豊能町について

は一向にやられないということもあって、

これは池田町長じゃなくて田中町長のとき

からもうなされないということと。とよの

んだけで今ずっとやっておられますけども。

それも含めて、ホームページの改修という

ことを予算をかけてやったけども、それに

ついての、全体的な評価についてお聞きし

たいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ２７年２月にリニューアルをしたという

ことで、２年たっております。リニューア

ル後の評価としては、おおむね好評という

ふうには思っておりますけども、ただ古い

情報のままのページが掲載されたままにな

っておりましたり、目的のページにたどり

着くまでに深く深くやっていかないと見つ

けづらいというような声も一部いただいて

おりまして、その点などなど今後改善が必

要であるというふうには思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりね、タイムリーに情報発信をし

ようと思うとフェイスブックってすごく楽

やと思うんです。やっぱりその辺について

はね、しっかりと、なかなか池田町長の御

世代ではちょっと不得意なところかもわか

りませんけど、けどやっぱりその辺もしっ

かりと別に町長が直接やる必要はありませ

んので、ぜひとも町長の思いを伝える、考

えを伝える、またどういうことをやってい

るかということを伝えるという意味でも、

その辺についてはぜひとも内田部長のもと、

しっかりとレクチャーをしていただいて、

こういうものやけどどうやということで、

しっかりと町長にも意見を聞きながら、ぜ

ひともそういうようなものを反映していた

だきたいなというふうに思いますけども、

いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  フェイスブックとかブログとかいろいろ

方法があろうかというふうに思います。町

長と相談してまいりたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  町長もちょっと不得意な分野かもわかり

ませんけど、ぜひともそれについては。い

やいや、それはあきません。もう今、時代

の流れはそうなってるのでね、ぜひともど

ういうことかということはしっかりと勉強

いただきながら、ぜひとも情報発信に努め

ていただきたいというふうに思ってます。 

  １点、昨日から内田部長の答弁の中では、

シティープロモーションというような言葉

が言われてます。これについては確かに自

治体をＰＲしていく、知名度を上げていく

ということは非常に重要かなというふうに

思っていますけども。やっぱりこれ、今行

政って、確かにそら型破りなことはできへ

んから仕方ないかもわからへんけど、ただ

例えば広島県とか、鳥取県なんかは逆に自
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虐というか、実際自分たちのウイークポイ

ントをさらけ出しながらそのＰＲをしてい

る。例えば「おしい！ 広島」とか、「残

念な県 鳥取県」とか、いうようなものを

自分が自分らのことを卑下しながら、それ

を逆にマスコミに取り上げられて、ＰＲを

していくということも一つ。それは別に恥

をさらす必要は全くありませんけども、や

っぱりそういうようなことも一つの知名度

を高める手法じゃないかなというふうに僕

は思ってるんです。 

  例えば、それこそ今、きのうから豊能町

はどういうとこがええとこか、自然が豊富

やとか、空気がきれいやとか、ざわついて

ないということを内田部長はおっしゃって

ましたけども、ただそれってええとこなん

やけど、ＰＲとしてはすごく弱いですよね。

例えばそれこそ何もない豊能町とか、逆に

ですよ。例えば一方では、例えば僕らでも

よく間違えられます、能勢町議会議員と言

われたりしますけども、能勢ではありませ

ん、豊能町ですとか。いうような逆の意味

で、要は自分らがいいことだけを伝えるん

じゃなくて、そういうふうなマイナス面を

伝えながらＰＲしていくっていうことも、

一方では要るんじゃないかなというふうに

思うんですよね。これ、逆に例えば鳥取県

とか広島県なんかはすごいな、今までの行

政の本来のやり方からしたらあんまり考え

られへんようなやり方やなと思いますけど

ね。ただやっぱり一方ではそういうような

ことも今、取り上げられるためには、一方

では必要なことではないかなというふうに

思うんですけどもいかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  シティープロモーションプランをつくる

に当たりましては、先ほども申し上げまし

たが産経リビングの力をかりていると。プ

ロ集団というようなこともございます。一

方で東海大学の専門の先生のお力もおかり

してますし。今ブランドメッセージとかキ

ャッチコピーを考えておりますが、それに

ついてはプロのコピーライターの方にもお

いでいただいて考えていただいているとい

うようなことで。我々も行政のプロではご

ざいますけども、そういうＰＲについては

下手くそであったというような反省もして

おりますので、今議員のおっしゃったよう

な自虐ネタというのも非常に今うけている

ところもございます。そういうことも念頭

に置いたキャッチコピーも考えていただい

ているようにも聞いておりまして、まだ決

定はしていないように思っておりますけど

も、そういうプロの方の意見を十分に反映

して、それから魅力発掘隊というような町

内外の方々の御意見も十分に伺いましたの

で、行政主導ではないような、そういうメ

ッセージ、キャッチコピーができたらいい

なと思っています。その点、心がけていき

たいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この点については、行政の枠にとらわれ

ずにやっぱり新しい感性、感覚で、しっか

りその辺については最終、いろんなキャッ

チコピーにしても、多分最終的には選ぶっ

ていうか、決めていくと思うので、それに

ついては余り行政過多にならへんようにだ

け、お願いをしておきたいというように思

います。 

  あと組織のあり方についてというところ

で、私自身、町を積極的に売り込む専門の

組織設置をということで通告を出していま

す。ただ、先般の全員協議会の中では、次
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年度から女性活躍室とか、観光振興室を新

設する方向で考えられているということで

ございますけども。また、その点について

は私がいろいろ御指摘した際も、しっかり

と熟慮されたということ、また人の問題、

人の問題っていうのは数の問題ね。いうの

があるということは十分に認識はしていま

すけども、ただ、僕が思うのは従来の概念

ということを崩して、逆に例えば今後力を

入れようとしている農業、観光、女性活躍

ということを、例えば一つのパッケージと

いうか、それを一つの課にしてしまって、

それこそ豊能再始動課とか、いうようにす

るほうが、何か今までの組織を何かそのま

ま残して、こう切り張りするよりもいいん

じゃないかなというふうには思うんですけ

ども、そのあたりいかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ちょっと済みません。申しわけありませ

ん。 

  暫時休憩させてもらいます。 

（午後２時４５分 休憩） 

（午後２時４７分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  失礼いたしました。この際休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員の御質問は、この際、農業、観光、

女性活躍など、町長の目指しておられるも

のを一つの課にしてはというような御質問

でございました。我々、今回の組織改編に

当たりまして、そういう町長の推進してい

るものを推進できるような体制、これはも

ちろん目的といたしましたけども、もう一

つ各課の事務量の平準化、これも一つの目

標としたわけでございまして、その農業と

観光と女性ということで、事務量がどれぐ

らいあるか実際やってみないと、合体しな

いとわからないと思いますけども、それだ

けで一つの課にするというような、そうい

う事務量ではないのかなというふうに思い

ます。 

  また今回は、その観光ということだけで

一つの課にするほどの事務量もないだろう

というようなことで、これまでの農林商工

課の中に観光のセクションを置くこととし

たということでございまして。これからそ

の女性活躍にしても観光にしてもそうです

が、どんどん事務量がふえていくと、観光

のお客さんがふえていくとか、女性活躍の

場がもっと広がっていってというようなこ

とになると、それを課に昇格させるという

ことは今後考えていくべきというふうに思

っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  その辺が本当は、意気込みとしてそうな

ったらではなくて、そうするからその組織

にするというのが僕は本来あるべき姿やと

思うんですよ。確かに今、先ほど冒頭申し

上げたように、人数の問題があるから、ほ

かの大きな市とは違って厳しいっていう状

況は十分理解してます。ただやっぱり、そ

の辺が新町長にかわり、これからしっかり

とそれに取り組んでいくという思いも含め

て、当然もともと御提案いただいている組

織についても、その意図というのは当然反

映していると思いますけども。やっぱりそ

れを外にも発信するという意味でそういう

ような手法もあるんじゃないかというふう

に思いますので、今回は仕方ありませんけ

ど、やっぱり今後そういう組織改編に当た

っては、その辺も視野に入れながら、ぜひ

ともやっていただきたいというように思い

ますので、よろしくお願いします。 
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  最後に防災について、先ほどもあったよ

うに２月１８日に避難所開設訓練をしてい

ただきました。当日ちょっと見学には伺え

ませんでしたけども、朝早くから本当にお

疲れさまでした。 

  昨日の管野議員の質問で、６割の職員の

方が参加いただいたこと。今後避難所ごと

のマニュアルが必要なこと。次年度以降そ

のマニュアルを整えていくということは答

弁でいただいたのでわかっています。我々

が視察した松島町では、それを数回実施し

て、職員全員がそれを経験する。もう一点

はその後に職員が指導役となって、自主防

災組織のほうで開設訓練をしてもらうとい

うようなことまでやりましたということで

お聞きしたんですけども、その辺はどのよ

うに視野に入れられていますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  避難所を実際災害があったときに開く、

運営するということは、職員がするという

ことはまず不可能であろうと思っておりま

して。本当は住民の方々にやっていただく

というのが、そういう形になるというふう

に思っていますから、訓練につきましても

自主防災組織を中心として、住民の皆さん

にやっていただきたいというふうに思って

います。その前に、職員が住民の役もしま

したし、その運営する自主防の役員さんの

役も演じましたし、避難者の役も演じたと

いうようなことでやってみました。実際に

簡易トイレの組み立てもしたかったんです

けど、しませんでした。炊き出しにつきま

しても、アルファ化米で炊き出しをしまし

たが、本当の炊き出しというものはしませ

んでした。本当は住民の方々にそういうも

のも使っていただく、組み立てもしていた

だくとか、そういうこともしてもらわない

と訓練にならないというようなことも思っ

ていますので、自主防災組織を中心として、

我々も経験が必要でしょうから、職員もと

もども経験をしまして、マニュアルの作成

につなげていきたいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりそのあたり、マニュアルを最終

確定するときには、やっぱりしっかりとそ

の辺は住民の、実際の自主防災組織の方の

意見なりもしっかりと反映した上で、確定

していただきたいなというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

  また、冒頭申し上げましたけども、やっ

ぱりしっかりと行政の皆さんが、今回私だ

けじゃなくて、いろんな議員がした質問を

やっぱりしっかりと振り返っていただきな

がら、行政なりの検討をしますではなくて

本当にそれを実現するためには、まずは実

現しないとあかんかどうかという評価、し

たほうがいいってものであれば、それを前

向きにしっかりと取り入れていただきたい

というふうに思いますので、ぜひともよろ

しくお願いしたいと思いますけども、池田

町長の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  最後になりましたけれども、大勢の皆さ

んからそれぞれの御意見を頂戴いたしまし

た。検討するだけではかなり厳しいなとい

う思いもございますし、これから先、皆さ

んに提案させていただいております議員の

皆さんと行政の懇談会も踏まえて、今後対

応してまいりたいと、このように思ってお

りますのでよろしくお願い申し上げます。 
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  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上でイノベーションとよのの一般質問

を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。この際暫

時休憩いたします。再開は午後３時１０分

といたします。放送を持ってお知らせいた

します。 

（午後２時５３分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２、第３号議案から第１９号議案

までを議題といたします。これに対する総

括質疑を行います。質疑内容はそれぞれ、

各常任委員会及び予算特別委員会に付託い

たしましたので、大綱のみをお願いいたし

ます。なお、御承知ではございますが、質

疑は議題になっている事件に対して行われ

るものでありますから、現に議題になって

いなければなりません。また、議題に関係

のないことを聞くことはできません。この

ように規定されておりますので、この点十

分に御協力いただきますよう、お願い申し

上げます。 

  初めに第３号議案から第１２号議案まで

の１０件に対する質疑を行います。 

  ２番、管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ２番、管野英美子です。 

  １０号議案の豊能町一般会計補正予算案

の５ページ、継続費補正についてお尋ねし

ます。光風台駅前エスカレーター修繕工事

事業に、２８年度予算で9,０３５万6,００

０円計上されていて、２カ年で１億3,５５

３万4,０００円の予算ですが、２８年７月

２６日の公告で、建築土木一式工事が2,３

０２万1,０００円の入札、その後、恐らく

エスカレーターの契約をされたと思うんで

すが、この大幅な予算どりという、その根

拠を教えていただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今回補正予算では減額をさせていただい

たものでございました。これは事業費が確

定して減額したものでございますけれども、

事業費いっぱいいっぱいで予算を組みます

と、その後のもしも何か変更等がございま

したときに対応できませんので、その分は

少し上乗せさせていただいているというこ

とでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  私は工事を見たときに、屋根がポリカー

ボネートではない、あれはとても高いもの

だと思うんですけども、鉄板みたいな。そ

ういうことで減額されたのかなと思ったん

ですが、当初からあの予定だったんですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  エスカレーターの屋根の件でございます

けれども、もともとポリカのものがついて

おったと思うんですけれども、今回同じよ

うにしますと加工等に非常に多額になると

いうことでございますので、経費削減のた

めに今回あのような工事にさせていただき

ました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ではこの予算の9,０００万、これはこの

とき、予算どりをしたときは、そのような

予定だったんですか。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  もともとの予算は、土木工事、建築工事、

それと機械の設備の入れかえ工事も全て含

んだ予算でございまして。今回最終的な機

械の修繕のところまで、全て契約が終わっ

て確定したので減額をした後、必要な部分

を残させていただいているということでご

ざいます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  １１番、高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  第７号議案についてお聞きいたします。

豊能町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の件でございます。最後の附則とい

うところの２番目ですね、適用区分。改正

後の豊能町国民健康保険税条例の規定は、

平成２９年度以降の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成２８年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例

によるというところなんですけれども。平

成２９年度以降の年度分の国民健康保険税

について適用しっていうところについて、

もう一度御説明願いたいんですけど。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  今回の改正は平成２９年度、来年度から

適用するということで、現時点では従前の

とおりということです。そういう意味でご

ざいます。今の、この改正される税率は平

成２９年度から適用するものであって、平

成２８年度、今年度の分については従前の

とおりということでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  おっしゃるとおりなんですけれども、そ

れは理解しておりまして確認したんですけ

れども。そうすれば、平成３０年度から新

制度に変わりますけれども、この点につい

て新たな国保制度における市町村標準保険

料率の試算が、仮試算結果などについてこ

とし、２９年２月に出ているんですけれど

もこれは、新たな改定はないということで

すか。そのまま２９年度のみのこれは改定

ということで、このままの額でいくという

ことなんですか。２９年度のみということ

なんですか。その点、ちょっと。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  当面といいますかね、３０年度から広域

化されますので、予定どおり改正されれば

今年度だけということになりますが、あく

までもそれは予定なもんですから、恐らく

ほぼ確定の予定なんでしょうけれども、万

が一確定されない場合には３０年度の税率

改正も全く可能性がないとは言えませんけ

れども、議員御指摘のとおりでございまし

て、３０年度からは新たな府下統一の税率

になるのではないかと予測されておりまし

て。それにつきましては、最終の全員協議

会において、２月１６日のときに府のほう

で試算されておる、そういう広域された後

の税率についての試算の一部を説明しよう

と考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  繰入金がある自治体に対しては、保険料

の水準が増加するということで、３７団体
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が増加するというふうに書いてありまして。

保険料の水準が減少するところは６団体と

いうふうに試算では結果として出ているん

ですけども。この中にこの豊能町の団体と

して上がるのか下がるのか、その部分が影

響を受けるものになるのかをちょっと知り

たかったんですが、最後に御説明されると

いうことなので、それを待ってみたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。ないですか。 

  次に、第１３号議案から第１９号議案ま

での７件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１３号議案から第１９号議案までは、

６名の委員をもって構成する予算特別委員

会を設置し、また第３号議案から第１２号

議案までは、お手元に配付いたしておりま

す付託表のとおり、各常任委員会及び予算

特別委員会にそれぞれ付託の上、審査する

ことにいたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第３号議案から第１９号議案ま

ではお手元に配付いたしております付託表

のとおり、各常任委員会及び予算特別委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決

定いたしました。 

  ただいま設置いたしました予算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により、予算特別委員会委員に

寺脇議員、管野議員、永谷議員、永並議員、

高尾議員、西岡議員、以上６名をそれぞれ

指名したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を予算特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。 

  ただいま選任いたしました予算特別委員

会委員の互選により、先ほど委員長に西岡

議員、副委員長に永谷議員が選出されてお

ります。御報告申し上げます。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。

次回は、３月２４日午後１時より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時２１分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第 ３号議案 豊能町個人情報保護条例及び豊能町行政手続における特定 

       の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

       く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改 

       正の件 

第 ４号議案 豊能町職員の育児休業等に関する条例改正の件 

第 ５号議案 豊能町税条例等改正の件 

第 ６号議案 豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例改正の件 

第 ７号議案 豊能町国民健康保険税条例改正の件 

第 ８号議案 大阪府豊能地区教職員人事協議会規約の変更に関する協議 

       について 

第 ９号議案 池田市と豊能町との一般旅券の申請受理等に関する事務の 

       委託に関する協議について 

第１０号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第１１号議案 平成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第１２号議案 平成２８年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第１３号議案 平成２９年度豊能町一般会計補正予算の件 

第１４号議案 平成２９年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算の 

       件 

第１５号議案 平成２９年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       予算の件 

第１６号議案 平成２９年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

第１７号議案 平成２９年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件 

第１８号議案 平成２９年度豊能町下水道事業特別会計予算の件 

第１９号議案 平成２９年度豊能町水道事業会計予算の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員       ６番 

 

        同    ７番 

 


